
中
華
民
國
北
京
政
府
�
の

淸
室
優
待
條
件
下
に
お
け
る
北
京
旗
人
社
會
の
一
側
面

︱
︱
護
軍
都
護
副
�
︑
古
物
陳
列
�
�
長
・
治
格
の
經
歷
を
て
が
か
り
に
︱
︱

阿

部

由

美

子

一

は
じ
め
に

(1
)
先
行
硏
究

(2
)﹁
旗
人
﹂
と
﹁
滿
族
﹂
の
關
係
︑
�
用
�
料
に
つ
い
て

二

淸

時
代
の
治
格

三

旗
人
社
會
の
代
表
と
し
て
の
治
格

四

民
國
と
淸
室
の
あ
い
だ

︱
︱
北
京
政
府
の
淸
室
關
聯
業
務

(1
)
袁
世
凱
と
淸
室

(2
)
淸
室
關
聯
業
務
そ
の
一
︑
�
鋒
護
軍
の
改
革
と
護
軍
警
察
�
の
創
設

(3
)
淸
室
關
聯
業
務
そ
の
二
︑
古
物
陳
列
�
の
設
立

五

張
勳
復
辟
事
件
︑
安
直
戰
爭
と
治
格
の
失
脚
︑
北
京
政
變

六

お
わ
り
に
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一

は
じ
め
に

本
論
�
は
︑
旗
人
官
僚
治
格

(一
八
六
八
～
？
)
の
經
歷
を
�
じ
て
︑
中
華
民
國
北
京
政
府
�
の
政
府
と
淸
室
の
關
係
�
び
北
京
旗
人
社
會

の
樣
相
を
�
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
�
と
し
て
い
る
︒
治
格
は
北
京
政
府
が
淸
室
の
�
物
を
公
開
す
る
た
め
に
一
九
一
四
年
に
設
立
し
た
古
物

陳
列
�
の
初
代
�
長
と
し
て
知
ら
れ
る
が
︑
詳
し
い
經
歷
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
︒
治
格
を
�
う
理
由
は
二
つ
あ
る
︒
一
つ
は
彼
が
民

國
�
に
擔
っ
た
淸
室
關
聯
業
務
を
�
じ
て
淸
室
優
待
條
件
下
の
紫
禁
城
と
い
う
特
殊
な
空
閒
を
俯
瞰
す
る
こ
と
で
︑
北
京
政
府
�
の
政
府
と
淸

室
の
關
係
や
北
京
旗
人
社
會
が
鮮
�
に
見
え
て
く
る
か
ら
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
は
民
國
�
旗
人
官
僚
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
︑
從
來
の
固
定
�

さ
れ
た
旗
人
イ
メ
ー
ジ
を
變
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
淸
末
の
旗
人
あ
る
い
は
滿
族
は
︑
革
命
�
觀
の
影
�
で
腐
敗
墮
落
の
イ
メ
ー
ジ
を
付
與

さ
れ
從
來
は
否
定
�
に
語
ら
れ
︑
さ
ら
に
民
國
�
に
は
存
在
感
も
希
�
に
な
る
が
︑
そ
の
背
景
に
は
旗
人
社
會
の
格
差
擴
大
に
よ
り
︑
王
公
貴

族
等
の
富
裕
層
と
︑
生
計
問
題
に
苦
し
む
多
數
の
下
層
旗
人
に
二
極
�
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
實
際
に
は
淸
末
に
�
代
敎
育
を
�
け
︑
民
國
�
の

政
界
で
活
�
す
る
政
治
家
・
官
僚
や
社
會
で
活
動
す
る
知
識
人
等
の
旗
人
エ
リ
ー
ト
も
多
數
い
る
が
︑
民
國
�
に
は
漢
人
風
姓
名
へ
の
變
!
が

液
行
し
漢
人
と
識
別
困
難
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ほ
と
ん
ど
#
目
さ
れ
て
い
な
い
︒
治
格
は
淸
末
に
京
師
同
�
館
に
學
び
ド
イ
ツ
留
學
の
經
驗

も
あ
る
旗
人
エ
リ
ー
ト
で
︑
光
緖
怨
政
�
に
北
京
の
都
市
行
政
を
擔
い
︑
民
國
�
に
は
淸
室
の
警
備
を
擔
う
護
軍
管
理
處
の
都
護
副
�
︑
淸
室

の
�
物
を
公
開
す
る
古
物
陳
列
�
�
長
と
な
り
︑
他
に
も
蒙
藏
院
副
總
裁
︑
臨
時
參
政
院
參
政
等
に
就
任
し
政
界
で
積
極
�
に
活
動
し
て
い
る
︒

彼
の
經
歷
を
た
ど
る
こ
と
で
︑
民
國
�
旗
人
の
固
定
�
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
變
わ
る
こ
と
だ
ろ
う
︒

(1
)
先
行
硏
究

治
格
の
先
行
硏
究
に
は
︑
&
物
館
硏
究
の
一
'
と
し
て
古
物
陳
列
�
�
長
と
し
て
の
治
格
を
�
っ
た
も
の
と
︑
淸
末
光
緖
怨
政
�
の
治
格
に

關
す
る
も
の
が
あ
る
が(1

)
︑
い
ず
れ
も
名
�
だ
け
か
鯵
單
な
紹
介
の
み
で
あ
る(2

)
︒
�
も
知
ら
れ
て
い
る
の
が
古
物
陳
列
�
�
長
と
い
う
經
歷
だ
が
︑
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そ
も
そ
も
從
來
の
硏
究
で
は
︑
一
九
二
四
年
一
一
(
の
淸
室
紫
禁
城
)
去
の
*
年
の
一
九
二
五
年
一
〇
(
に
開
場
し
た
故
宮
&
物
院
が
中
心
で
︑

一
九
一
四
年
一
〇
(
に
開
場
し
た
古
物
陳
列
�
は
ほ
と
ん
ど
#
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
だ
が
そ
れ
は
�
年
變
�
し
︑
古
物
陳
列
�
は
中
國
初

の
本
格
�
な
國
立
&
物
館
と
し
て
#
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
段
勇
︑
吳
十
洲
は
古
物
陳
列
�
の
設
立
經
雲
︑
人
員
,
成
等
を
�
ら
か
に
し
︑

王
.
︑
李
揚
・
郭
嫻
嫻
は
古
物
陳
列
�
の
北
京
都
市
�
に
お
け
る
位
置
附
け
や
社
會
の
反
應
を
︑
杭
春
曉
︑
徐
婉
玲
︑
王
小
靑
は
古
物
陳
列
�

の
繪
畫
公
開
に
よ
る
中
國
美
0
へ
の
影
�
や
日
中
戰
爭
�
の
古
物
陳
列
�
國
畫
硏
究
館
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る(3

)
︒
ま
た
︑
季
劍
靑
︑
吉
開
將
人

は
古
物
陳
列
�
と
淸
室
優
待
條
件
と
の
關
係
に
焦
點
を
當
て
た
分
析
を
行
い
︑
大
出
尙
子
は
瀋
陽
故
宮
か
ら
み
た
古
物
陳
列
�
へ
の
�
物
2
3

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る(4

)
︒
古
物
陳
列
�
の
專
論
以
外
で
も
︑
張
碧
惠
︑
家
永
眞
幸
は
中
國
の
�
�
財
政
策
︑
國
寶
槪
念
を
め
ぐ
る
政
治
�
の
�

5
で
古
物
陳
列
�
に
つ
い
て
言
�
し
て
い
る(5

)
︒
筆
者
は
古
物
陳
列
�
と
淸
室
優
待
條
件
の
關
係
に
着
目
し
た
硏
究
に
7
發
を
�
け
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
が
︑
そ
の
上
で
先
行
硏
究
が
論
じ
て
い
な
い
古
物
陳
列
�
の
側
面
︑
旗
人
社
會
の
8
長
上
に
あ
る
古
物
陳
列
�
に
つ
い
て
�
ら
か
に
し

た
い
︒

(2
)﹁
旗
人
﹂
と
﹁
滿
族
﹂
の
關
係
︑
�
用
�
料
に
つ
い
て

淸
代
の
軍
事
民
政
一
體
の
組
織
で
あ
る
八
旗
に
�
屬
し
た
旗
人
は
︑
滿
洲
人
︑
モ
ン
ゴ
ル
人
︑
漢
人
の
ほ
か
︑
ツ
ン
グ
ー
ス
諸
族
︑

鮮
人
︑

チ
ベ
ッ
ト
人
︑
ム
ス
リ
ム
︑
ロ
シ
ア
人
等
樣
々
な
エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
出
身
者
で
,
成
さ
れ
て
い
た
︒
時
代
が
下
る
と
八
旗
內
部
の
�
婚
に

よ
り
同
�
が
;
み
︑
獨
特
の
旗
人
�
�
や
旗
人
<
識
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
り
︑
現
代
の
滿
族
に
は
蒙
古
旗
人
︑
漢
軍
旗
人
の
子
孫
が
含
ま
れ

て
い
る
︒
北
京
政
府
�
の
北
京
で
は
淸
室
優
待
條
件
に
よ
っ
て
八
旗
が
存
續
し
て
い
た
た
め
︑﹁
旗
人
﹂
が
依
然
と
し
て
�
用
さ
れ
て
い
た
ほ

か
︑
淸
末
に
西
歐
由
來
の
民
族
思
想
が
傳
來
し
た
こ
と
に
よ
り
﹁
滿
族
﹂
も
�
�
す
る
よ
う
に
な
り
︑
ほ
か
に
も
八
旗
內
部
の
結
束
を
<
識
し

た
﹁
旗
族
﹂
な
ど
樣
々
な
語
が
�
用
さ
れ
て
い
た
︒
本
論
�
で
は
=
に
旗
人
を
�
用
し
必
>
に
應
じ
て
滿
族
︑
旗
族
等
を
�
用
す
る
︒

�
料
に
は
=
に
北
京
政
府
の
﹃
政
府
公
報
﹄
と
當
時
の
怨
聞
を
�
用
す
る
︒
當
時
の
北
京
の
怨
聞
︑
な
か
で
も
庶
民
を
讀
者
層
と
す
る
白
話
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報
に
は
淸
室
︑
八
旗
に
關
す
る
報
?
が
多
い
︒﹃
京
話
日
報
﹄︑﹃
正
宗
愛
國
報
﹄︑﹃
群
强
報
﹄︑﹃
愛
國
白
話
報
﹄
等
の
白
話
報
は
旗
人
が
=
筆

や
A
輯
者
と
し
て
參
與
し
︑
ま
た
旗
人
自
身
も
讀
者
と
し
て
投
稿
�
を
揭
載
し
て
お
り
︑
旗
人
社
會
の
動
向
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
C
報
を
提

供
し
て
く
れ
る
︒
ま
た
日
本
人
が
北
京
で
發
行
し
て
い
た
漢
語
怨
聞
﹃
順
天
時
報
﹄
も
淸
室
や
八
旗
に
關
す
る
報
?
が
比
�
�
に
多
い
怨
聞
で

あ
る
︒
こ
れ
ら
の
�
料
を
�
用
し
て
當
時
の
北
京
の
旗
人
社
會
の
樣
相
を
描
く(6

)
︒

二

淸

時
代
の
治
格

治
格
は
一
八
六
八
年
生
ま
れ
︑
字
は
鶴
卿
(鶴
淸
︑
鶴
靑
)
︑
正
白
旗
蒙
古
旗
人
で
あ
る(7

)
︒
父
は
�
擧
人
︑
國
子
監
助
敎
だ
っ
た(8

)
︒
治
格
は
京

師
同
�
館
に
入
學
し
︑
一
八
九
六
年
に
E
拔
さ
れ
て
ド
イ
ツ
に
留
學
し
︑
歸
國
後
一
八
九
八
年
に
總
理
衙
門
の
F
譯
官
と
し
て
G
用
さ
れ
た(9

)
︒

一
九
〇
一
年
に
醇
親
王
載
灃
が
義
和
團
事
件
の
ド
イ
ツ
公
�
殺
I
へ
の
謝
罪
�
と
し
て
ド
イ
ツ
に
J
K
さ
れ
る
と
︑
F
譯
官
と
し
て
隨
行
し
︑

歸
國
後
に
路
工
局
總
辦
と
な
っ
た(10

)
︒
路
工
局
は
︑
當
時
北
京
で
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
警
察
機
,
の
M
警
部
に
屬
し(11

)
︑
北
京
の
?
路
整
備
を
擔

當
し
た
部
局
で
あ
る
︒
北
京
で
は
義
和
團
事
件
後
に
日
本
式
の
�
代
警
察
制
度
が
N
入
さ
れ
︑
川
島
浪
O
を
總
監
督
と
す
る
京
師
警
務
學
堂
が

警
察
官
養
成
の
役
割
を
擔
い
︑
ま
た
多
く
の
旗
人
留
學
生
が
日
本
に
J
K
さ
れ
て
い
る(12

)
︒
北
京
の
警
察
に
は
︑
旗
人
を
警
察
官
に
G
用
し
て
八

旗
生
計
問
題
の
對
應
策
と
す
る
と
い
う
一
面
が
あ
っ
た
︒
路
工
局
總
辦
時
代
の
治
格
は
積
極
�
に
北
京
の
?
路
整
備
に
あ
た
り
︑
そ
れ
を
當
時

の
人
々
が
�
待
の
目
で
見
て
い
た
こ
と
は
﹃
京
話
日
報
﹄
の
Q
の
報
?
か
ら
窺
え
る
︒

路
工
局
總
辦
治
鶴
卿
君
と
幫
辦
丁
厚
齋
君
は
こ
の
ほ
ど
M
警
部
に
上
書
し
た
︒﹁
北
京
の
?
路
行
政
に
效
果
が
あ
が
ら
な
い
の
は
︑
?
路

行
政
を
改
善
す
る
た
め
に
ま
ず
²
渠
を
開
�
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
北
京
の
²
渠
は
大
臣
の
管
理
下
に
あ
る
が
︑
�


か
ら
今
に
至
る
ま
で
長
年
閉
塞
し
て
い
る
︒
²
渠
の
黑
土
は
�
�
の
土
で
は
な
く
︑
堆
積
し
た
煤
灰
や
糞
土
で
︑
各
胡
同
で
は
?
よ
り
も

高
く
な
っ
て
い
る
︒
?
路
に
は
�
渠
が
あ
っ
て
も
各
胡
同
の
水
を
T
收
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
U
渠
も
ま
た
開
�
し
て
い
な
い
︒
一
た
び

大
雨
が
影
れ
ば
︑
大
�
り
は
河
の
よ
う
に
な
り
︑
?
路
も
必
ず
傷
つ
く
︒
?
路
を
修
理
し
て
も
²
を
開
�
さ
せ
な
く
て
は
︑
決
し
て
長
く
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も
た
な
い
だ
ろ
う
﹂︒
二
人
の
上
書
は
非
常
に
?
理
に
か
な
っ
て
い
る
︒
²
を
開
�
さ
せ
る
に
は
費
用
が
多
く
か
か
る
が
︑
一
度
苦
勞
す

れ
ば
末
永
く
利
益
を
�
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
M
警
部
は
こ
の
費
用
を
惜
し
ま
な
い
で
ほ
し
い
︒(13

)

一
九
一
一
年
一
〇
(
の
武
昌
蜂
W
以
影
︑
北
京
で
は
人
心
が
動
搖
し
︑
治
安
維
持
が
X
緊
の
課
題
と
な
っ
た
︒
一
九
一
二
年
二
(
一
二
日
の

皇
Y
)
位
の
�
日
の
一
一
日
︑
治
格
は
外
城
M
警
總
廳
廳
丞
に
任
命
さ
れ
た
︒
治
格
に
�
待
さ
れ
た
の
は
︑
治
安
維
持
と
と
も
に
警
察
內
部
に

多
い
旗
人
警
察
官
た
ち
に
皇
Y
)
位
を
�
け
入
れ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
同
(
︑
=
だ
っ
た
旗
人
官
員
が
聯
名
で
袁
世
凱
へ

の
荏
持
を
表
�
し
た
�
違
が
﹃
臨
時
公
報
﹄
に
揭
載
さ
れ
た
が
︑
そ
こ
で
治
格
は
﹁
治
格
Z
警
官
等
﹂
と
な
っ
て
い
る(14

)
︒
治
格
の
北
京
警
察
の

代
表
と
し
て
の
地
位
と
共
に
︑
重
大
局
面
で
警
察
の
>
職
を
ま
か
せ
ら
れ
る
治
格
の
能
力
と
袁
世
凱
か
ら
の
信
賴
の
\
が
窺
え
る
︒
治
格
は
二

(
二
三
日
に
は
早
々
に
辮
髮
を
剪
っ
て
い
る(15

)
︒
皇
Y
)
位
直
後
の
世
C
の
落
ち
着
か
な
い
局
面
で
︑
治
格
は
北
京
の
治
安
維
持
に
手
腕
を
發
揮

し
た
︒
一
九
一
二
年
五
(
の
﹃
正
宗
愛
國
報
﹄
は
︑﹁
革
命
W
義
後
︑
北
京
の
人
心
は
恐
惶
を
き
た
し
た
が
︑
趙
秉
鈞
內
務
部
總
長
が
着
任
し

て
か
ら
人
々
は
よ
う
や
く
安
定
し
︑
�
頃
は
街
中
も
]
穩
に
な
っ
た
︒
外
城
は
治
鶴
卿
廳
丞
が
治
安
維
持
に
あ
た
り
精
力
�
に
活
動
し
た
た
め

庶
民
の
暮
ら
し
は
徐
々
に
復
舊
し
て
い
っ
た
﹂
と
_
し
て
い
る(16

)
︒
一
九
一
三
年
一
(
治
格
は
外
城
M
警
總
廳
廳
丞
か
ら
京
師
警
察
廳
の
勤
務
督

察
處
長
へ
衣
動
し
︑
一
九
一
三
年
九
(
ま
で
京
師
警
察
廳
に
在
職
し
た(17

)
︒
治
格
の
能
力
は
當
時
高
く
_
價
さ
れ
︑
旗
人
官
員
で
內
務
部
總
長
に

な
り
う
る
者
は
治
格
と
榮
勳
で
あ
る
と
_
さ
れ
て
い
る(18

)
︒

三

旗
人
社
會
の
代
表
と
し
て
の
治
格

旗
人
社
會
の
エ
リ
ー
ト
と
し
て
︑
治
格
は
八
旗
生
計
問
題
に
取
り
組
ま
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
︒
八
旗
生
計
問
題
は
︑
淸
代
に
兵
士
と
し

て
軍
事
に
專
念
す
る
こ
と
を
�
待
さ
れ
た
旗
人
に
對
し
て
︑
國
家
が
俸
給
を
荏
給
す
る
一
方
で
農
工
商
業
な
ど
に
從
業
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
政

策
に
由
來
す
る
︒
旗
人
の
俸
給

(旗
餉
)
は
︑
淸

初
�
に
は
一
家
を
養
う
の
に
十
分
な
水
準
で
荏
給
さ
れ
て
い
た
が
︑
人
口
增
加
︑
イ
ン
フ

レ
等
に
よ
り
中
�
か
ら
す
で
に
旗
人
の
貧
困
が
問
題
に
な
り
は
じ
め
︑
淸
末
に
は
淸

の
財
政
難
に
よ
る
減
額
も
あ
り
︑
旗
人
の
貧
困
が
深
刻
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�
し
て
い
た
︒
民
國
�
に
は
︑
淸
室
優
待
條
件
に
よ
っ
て
︑﹁
ま
ず
八
旗
の
生
計
を
は
か
り
︑
そ
れ
が
な
る
ま
で
は
俸
餉
は
從
來
�
り
荏
給
す

る
﹂
と
さ
れ(19

)
︑
一
九
二
〇
年
ま
で
は
每
(
旗
餉
が
荏
給
さ
れ
た
が
︑
イ
ン
フ
レ
や
政
府
が
旗
餉
と
し
て
荏
給
す
る
紙
c
の
價
値
下
落
の
た
め
に
︑

淸
代
よ
り
も
さ
ら
に
狀
況
は
惡
�
し
て
い
た(20

)
︒

一
九
一
二
年
︑
旗
人
e
力
者
た
ち
に
よ
っ
て
滿
族
同
;
會
が
設
立
さ
れ
︑
政
治
�
權
利
獲
得

(國
會
に
お
け
る
議
席
確
保
)
︑
生
計
問
題
解
決
︑

團
結
︑
敎
育
7
蒙
活
動
が
綱
領
に
揭
げ
ら
れ
た(21

)
︒
滿
族
同
;
會
は
五
族
共
和
の
一
つ
を
擔
う
滿
族
と
し
て
旗
人
の
結
束
を
圖
り
︑
中
華
民
國
に

お
け
る
旗
人
・
滿
族
の
生
存
を
目
�
と
し
て
お
り
︑
滿
洲
・
蒙
古
・
漢
軍
を
含
む
f
て
の
旗
人
を
對
象
と
し
て
い
た
︒
治
格
も
滿
族
同
;
會
に

參
加
し
_
議
員
を
務
め
て
い
る
︒
ま
た
︑
治
格
は
警
察
の
業
務
の
他
に
一
九
一
二
年
六
(
か
ら
は
鑲
紅
旗
蒙
古
都
瓜
を
h
任
し
て
お
り
︑
旗
人

を
直
接
管
理
す
る
立
場
で
も
あ
っ
た
︒
旗
人
は
八
旗
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
と
い
う
淸
代
の
制
度
は
北
京
政
府
�
も
繼
續
し
て
お
り
︑
八
旗
都

瓜
は
北
京
政
府
が
滅
i
す
る
一
九
二
八
年
ま
で
政
府
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
續
け
て
い
る(22

)
︒
八
旗
の
都
瓜
︑
參
領
︑
佐
領
等
の
官
員
は
武
官
と
見

な
さ
れ
︑
參
領
︑
佐
領
な
ど
の
任
免
は
都
瓜
が
陸
軍
部
を
�
じ
て
k
求
し
て
い
た
︒
旗
兵
や
寡
l
へ
の
旗
餉
は
財
政
部
か
ら
直
接
に
八
旗
衙
門

に
荏
給
さ
れ
︑
八
旗
衙
門
が
每
(
旗
人
た
ち
に
分
�
し
て
い
た
︒
だ
が
民
國
�
の
旗
人
は
︑
旗
餉
を
�
給
し
て
い
て
も
�
低
限
の
生
活
し
か
で

き
ず
︑
當
時
の
怨
聞
で
は
旗
人
の
m
死
︑
自
殺
な
ど
の
悲
慘
な
ニ
ュ
ー
ス
が
絕
え
な
か
っ
た
︒
八
旗
官
の
俸
給
も
遲
滯
が
著
し
く
︑
彼
ら
の
仕

事
は
ほ
ぼ
無
給
で
屬
下
の
旗
人
た
ち
を
管
理
し
︑
旗
餉
を
荏
給
し
︑
そ
の
生
計
の
世
話
を
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
都
瓜
に
は
旗
人
e
力

者
(=
な
者
に
宗
室
載
濤
︑
載
潤
等
が
い
る
)
や
p
京
モ
ン
ゴ
ル
王
公

(.
彥
圖
︑
阿
穆
爾
靈
圭
︑
貢
桑
諾
爾
布
等
)
︑
漢
人
軍
人

(江

宗
︑
王
廷
楨

等
)
が
任
命
さ
れ
︑
彼
ら
は
生
計
問
題
の
解
決
や
旗
餉
の
荏
給
を
政
府
へ
度
々
k
願
し
て
い
る
︒
治
格
は
一
九
一
二
年
か
ら
一
九
二
八
年
ま
で

一
貫
し
て
鑲
紅
旗
蒙
古
都
瓜
で
あ
り
︑
ま
た
一
九
一
四
年
︑
一
九
一
六
年
︑
一
九
一
七
年
︑
一
九
一
九
年
︑
一
九
二
三
年
︑
一
九
二
五
年
︑
一

九
二
七
年
に
は
八
旗
事
務
の
聯
絡
等
を
行
う
値
年
旗
事
務
に
任
じ
ら
れ
て
い
る(23

)
︒

袁
世
凱
は
淸

皇
Y
)
位
直
後
か
ら
八
旗
生
計
問
題
の
解
決
を
公
s
の
一
つ
に
揭
げ
て
い
た
が(24

)
︑
こ
れ
を
實
行
す
る
た
め
に
︑
一
九
一
二
年

七
(
滿
族
同
;
會
の
求
め
に
應
じ
て
內
務
部
の
も
と
に
籌
辦
八
旗
生
計
處
を
設
置
し
︑
寶
熙
︑
三
多
︑
治
格
︑
陸
円
違
︑
蔡
金
臺
︑
祝
瀛
元
を
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八
旗
生
計
問
題
解
決
に
當
た
ら
せ
た(25

)
︒
一
九
一
三
年
初
め
︑
治
格
は
籌
辦
八
旗
生
計
處
と
し
て
生
計
大
綱
を
作
成
し
て
い
る(26

)
︒
籌
辦
八
旗
生
計

處
が
作
成
し
た
計
劃
は
移
v
開
墾
が
=
>
な
內
容
で
あ
っ
た
が(27

)
︑
計
劃
は
立
て
た
も
の
の
︑
財
源
不
足
に
よ
っ
て
實
行
で
き
ず
生
計
問
題
の
根

本
�
な
解
決
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒

四

民
國
と
淸
室
の
あ
い
だ

︱
︱
北
京
政
府
の
淸
室
關
聯
業
務

(1
)
袁
世
凱
と
淸
室

袁
世
凱
は
淸
室
優
待
條
件
の
規
定
を
で
き
る
限
り
實
行
し
よ
う
と
し
︑
ま
た
自
身
の
政
治
�
な
w
目
に
悉
く
淸
室
を
利
用
し
た
︒
優
待
條
件

を
實
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
袁
世
凱
は
滿
蒙
囘
藏
の
保
護
者
︑
五
族
共
和
の
體
現
者
と
し
て
の
x
を
演
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
優
待
條
件

の
實
行
に
は
︑
淸
室
と
密
接
な
關
係
を
e
す
る
滿
洲
王
公
や
p
京
モ
ン
ゴ
ル
王
公
が
特
に
敏
感
だ
っ
た
が
︑
彼
ら
は
優
待
條
件
が
實
行
さ
れ
る

限
り
袁
世
凱
の
荏
持
者
で
あ
り
︑
五
族
共
和
と
結
び
附
け
て
優
待
條
件
の
實
行
を
求
め
た
︒
袁
世
凱
に
と
っ
て
︑
紫
禁
城
は
非
常
に
重
>
な
<

味
を
持
つ
空
閒
だ
っ
た
︒
一
九
一
三
年
二
(
に
隆
裕
皇
太
后
が
死
去
す
る
と
︑
袁
世
凱
は
三
(
に
太
和
門
で
大
規
模
な
國
民
哀
悼
會
を
開
催
し
︑

そ
こ
で
は
隆
裕
は
﹁
女
の
中
の
堯
舜
﹂
と
稱
贊
さ
れ
辛
亥
革
命
の
禪
讓
と
し
て
の
性
格
が
强
z
さ
れ
た(28

)
︒
七
(
の
第
二
革
命
以
影
︑
國
民
黨
系

議
員
が
x
を
{
す
と
こ
の
傾
向
は
一
層
强
ま
り
︑
一
九
一
三
年
一
〇
(
一
〇
日
の
國
慶
日
に
先
農
壇
で
行
わ
れ
た
共
和
紀
念
會
か
ら
は
︑
�
年

と
一
變
し
て
革
命
色
が
一
|
さ
れ
︑
辛
亥
革
命
時
の
淸

側
人
物
の
展
示
に
切
り
替
わ
っ
て
い
た
と
い
う(29

)
︒
そ
の
一
方
で
︑
袁
世
凱
は
一
九
一

三
年
一
〇
(
一
〇
日
を
正
式
大
總
瓜
就
任
の
日
と
し
て
就
任
式
典
を
紫
禁
城
の
太
和
殿
で
行
い
︑
こ
の
日
を
革
命
記
念
日
か
ら
淸

の
繼
承
者

袁
世
凱
の
正
式
大
總
瓜
就
任
を
記
念
す
る
日
に
變
え
た(30

)
︒
就
任
式
典
で
は
淸
室
代
表
の
貝
子
溥
倫
が
﹁
大
淸
皇
Y
か
ら
中
華
民
國
正
式
大
總

瓜
﹂
に
對
す
る
祝
詞
を
讀
み
上
げ
て
い
る(31

)
︒
大
總
瓜
就
任
式
典
を
太
和
殿
で
行
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
紫
禁
城
は
袁
世
凱
に
と
っ

て
淸

皇
Y
の
權
力
の
繼
承
者
と
し
て
の
自
己
の
正
瓜
性
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
場
で
あ
っ
た
︒
こ
の
重
>
な
正
式
大
總
瓜
就
任
式
典
を
籌
辦
=
任
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と
し
て
取
り
仕
切
っ
た
の
が
治
格
で
あ
る(32

)
︒
正
式
大
總
瓜
就
任
に
合
わ
せ
て
勳
違
}
與
者
が
發
表
さ
れ
︑
治
格
は
二
等
嘉
禾
違
を
}
與
さ
れ
た
︒

淸
室
か
ら
は
溥
倫
が
一
等
嘉
禾
違
︑
淸
室
內
務
府
大
臣
世
續
が
勳
一
位
︑
內
務
府
大
臣
の
紹
英
と
景
豐
が
二
等
嘉
禾
違
を
}
與
さ
れ
て
い
る(33

)
︒

さ
ら
に
袁
世
凱
は
舊
s
法
に
代
わ
る
怨
s
法
を
一
九
一
四
年
五
(
一
日
に
公
布
し
︑
第
六
五
條
で
淸
室
優
待
條
件
︑
淸
皇
族
待
~
條
件
︑
滿
蒙

囘
藏
各
族
待
~
條
件
の
效
力
は
永
�
に
變
!
し
な
い
と
し
た(34

)
︒
一
九
一
五
年
一
〇
(
に
は
洪
憲
Y
制
へ
の
準
備
の
た
め
の
國
體
投
票
を
太
和
殿

で
行
わ
せ
︑
一
二
(
に
は
淸
室
に
袁
世
凱
卽
位
へ
の
贊
同
�
を
提
出
さ
せ
︑
溥
倫
を
參
政
院
院
長
に
任
命
し
︑
將
來
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
際
に

は
優
待
條
件
を
憲
法
に
記
載
す
る
と
表
�
し
た(35

)
︒
卽
位
式
の
た
め
の
大
典
籌
備
處
は
內
務
部
總
長
朱
7
鈐
が
處
長
で
︑
治
格
は
總
務
股
股
員
で

あ
っ
た(36

)
︒

(2
)
淸
室
關
聯
業
務
そ
の
一
︑
�
鋒
護
軍
の
改
革
と
護
軍
警
察
�
の
創
設

①
�
鋒
護
軍
の
改
革

袁
世
凱
は
淸
室
優
待
條
件
を
實
行
し
︑
紫
禁
城
警
備
體
制
を
再
A
す
る
た
め
︑
治
格
に
�
鋒
護
軍
營
の
改
革
を
命
じ
た
︒
治
格
は
一
九
一
三

年
九
(
に
京
師
警
察
廳
を
離
れ
︑
管
理
左
右
�
�
鋒
八
旗
護
軍
營
事
務
に
任
命
さ
れ
︑
�
鋒
護
軍
十
營
の
事
務
を
管
�
し
た(37

)
︒
そ
れ
に
先
立
つ

一
九
一
三
年
五
(
か
ら
治
格
は
警
察
業
務
の
か
た
わ
ら
で
鑲
紅
旗
護
軍
瓜
領
を
h
署
し
て
い
た
が
︑
九
(
以
影
は
警
察
業
務
か
ら
離
れ
て
�
鋒

護
軍
の
業
務
に
專
念
す
る
と
と
も
に
︑
管
理
左
右
�
�
鋒
八
旗
護
軍
營
事
務
と
し
て
︑
一
〇
人
い
る
�
鋒
︑
護
軍
の
瓜
領
た
ち
の
な
か
で
=
N

�
な
地
位
に
就
き
改
革
を
;
め
る
こ
と
が
で
き
た(38

)
︒

治
格
が
再
A
を
命
じ
ら
れ
た
�
鋒
護
軍
は
︑
淸
代
の
�
重
>
地
區
で
あ
る
紫
禁
城
と
皇
城
の
防
衞
を
擔
當
し
た
軍
�
で
あ
る
︒
八
旗
各
旗
の

滿
洲
︑
蒙
古
か
ら
E
拔
さ
れ
た
精
銳
で
A
成
さ
れ
る
八
つ
の
護
軍
と
︑
左
右
兩
�
の
�
鋒
と
あ
わ
せ
て
﹁
左
右
兩
�
�
鋒
八
旗
護
軍
十
營
﹂
と

稱
さ
れ
た
︒
�
鋒
護
軍
營
の
兵
士
は
一
般
旗
營
の
八
旗
驍
騎
營
の
馬
甲
よ
り
も
俸
給
が
高
く
︑
八
旗
の
エ
リ
ー
ト
軍
で
あ
っ
た
が(39

)
︑
淸
末
に
は

軍
規
の
弛
�
や
汚
職
が
た
び
た
び
問
題
に
な
っ
て
い
た
︒
ま
た
︑
淸
末
に
は
�
代
�
に
對
應
し
た
旗
人
中
心
の
精
銳
軍
と
し
て
禁
衞
軍
が
組
織
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さ
れ
て
お
り
︑
�
鋒
護
軍
は
訓
練
︑
裝
備
で
も
遲
れ
て
い
た
︒
�
鋒
護
軍
の
定
員
は
一
萬
五
〇
〇
〇
人
以
上
だ
っ
た
が
︑
光
緖
三
四
年

(一
九

〇
八
年
)
に
一
度
整
頓
さ
れ
︑
�
鋒
護
軍
の
兵
士
を
怨
班
と
陳
班
に
分
け
︑
怨
班
に
若
く
體
格
の
良
い
者
を
s
三
六
〇
〇
人
E
拔
し
︑
そ
れ
を

s
一
二
〇
〇
人
の
三
つ
の
班
に
分
け
て
�
代
で
警
備
さ
せ
た
︒
そ
の
他
の
老
�
の
兵
丁
一
萬
餘
人
の
陳
班
は
實
際
に
は
警
備
せ
ず
に
旗
餉
だ
け

荏
給
さ
れ
︑
怨
班
に
缺
員
が
出
る
と
陳
班
か
ら
E
拔
し
て
補
閏
し
て
い
た
︒
實
際
に
警
備
に
當
た
る
兵
士
に
は
手
當
や
食
費
が
荏
給
さ
れ
︑
溥

儀
の
�
生
日
や
三
大
w
(
怨
年
︑
端
午
︑
中
秋
)
に
は
恩
賞
が
荏
給
さ
れ
る
等
︑
他
の
旗
營
の
旗
兵
よ
り
待
~
が
よ
か
っ
た
︒
ま
た
︑
�
鋒
護
軍

十
營
と
は
別
に
皇
Y
直
屬
の
上
三
旗

(鑲
黃
旗
︑
正
黃
旗
︑
正
白
旗
)
�
衣
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
內
務
府
三
旗
護
軍
營
も
あ
っ
た(40

)
︒
護
軍
の
狀

況
に
對
し
て
は
改
革
の
計
劃
も
あ
っ
た
が
︑
兵
員
�
減
︑
給
與
減
額
を
と
も
な
う
た
め
兵
丁
の
反
對
に
あ
い
︑
實
行
さ
れ
ず
に
い
た
︒
一
九
一

二
年
一
二
(
に
は
�
鋒
護
軍
十
營
が
廢
止
さ
れ
る
と
い
う
©
が
液
れ
︑
十
營
の
官
弁
兵
士
ら
が
動
搖
し
て
騷
ぎ
に
な
り
︑
�
鋒
護
軍
瓜
領
ら
が

袁
世
凱
に
對
し
て
︑
©
を
否
定
し
︑
兵
士
た
ち
に
手
當
と
怨
し
い
軍
裝
を
荏
給
し
て
人
心
を
鎭
め
て
ほ
し
い
と
い
う
嘆
願
書
を
提
出
し
て
い
る(41

)
︒

治
格
の
着
任
�
の
�
鋒
護
軍
は
將
來
へ
の
不
安
と
動
搖
の
な
か
に
あ
り
︑
治
格
の
改
革
へ
も
�
待
と
不
安
が
�
錯
し
て
い
た
︒

�
鋒
護
軍
の
改
革
は
︑
治
格
が
�
任
で
あ
っ
た
︒
八
旗
と
淸
室
の
內
C
を
熟
知
し
︑
か
つ
警
察
業
務
に
精
�
し
︑
淸
室
と
協
z
し
て
;
め
る

こ
と
の
で
き
る
人
物
で
あ
る
必
>
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
治
格
は
か
つ
て
醇
親
王
載
灃
の
訪
獨
に
F
譯
官
と
し
て
同
行
し
て
お
り
︑
宣
瓜
Y
の

父
と
し
て
淸
室
の
責
任
者
で
あ
っ
た
醇
親
王
と
は
關
係
が
深
い
︒
ま
た
淸
室
關
聯
業
務
は
民
國
內
務
部
が
擔
當
機
關
で
あ
り
︑
初
�
の
內
務
部

總
長
の
趙
秉
鈞

(任
一
九
一
二
年
三
(
～
一
九
一
三
年
七
(
)
︑
朱
7
鈐
(任
一
九
一
三
年
九
(
～
一
九
一
六
年
四
(
)
は
い
ず
れ
も
淸
末
に
警
察
業
務

を
擔
っ
て
い
て
︑
警
察
出
身
の
治
格
と
は
懇
<
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る(42

)
︒
特
に
朱
7
鈐
と
治
格
は
關
係
が
深
く(43

)
︑
護
軍
再
A
と
竝
行
し
て
;
め

ら
れ
た
古
物
陳
列
�
の
設
立
は
︑
朱
7
鈐
に
よ
る
推
;
と
治
格
に
よ
る
實
務
處
理
に
よ
っ
て
實
現
す
る
こ
と
に
な
る
︒

治
格
は
着
任
後
︑
ま
ず
體
格
の
よ
い
兵
丁
一
〇
〇
〇
人

(�
鋒
護
軍
か
ら
七
〇
〇
人
︑
內
務
府
三
旗
護
軍
か
ら
三
〇
〇
人
)
を
E
拔
し
て
三
つ
の

中
�
に
A
成
し
て
怨
た
に
訓
練
し(44

)
︑
そ
の
他
に
工
\
�
︑
差
K
�
︑
備
捕
弁
兵
な
ど
を
加
え
た
合
計
一
二
〇
〇
人
の
護
軍
警
察
�
を
組
織
し
た
︒

訓
練
に
當
た
っ
て
は
京
師
警
察
廳
か
ら
操
練
に
熟
知
し
た
人
員
を
招
き
︑
警
察
�
堂
を
設
立
し
て
警
察
の
學
課
も
敎
育
し
た(45

)
︒
ま
た
︑
參
領
︑
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護
軍
校
な
ど
の
軍
官
の
數
も
大
幅
に
�
減
し(46

)
︑
各
營
の
財
產
整
理
な
ど
を
行
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
治
格
の
改
革
に
對
し
て
は
︑
�
待
す
る
者
が

い
る
一
方
で
︑
不
滿
を
�
く
者
も
い
た
︒
改
革
に
�
待
を
寄
せ
る
護
軍
の
榮
禧
は
Q
の
よ
う
な
�
違
を
怨
聞
に
投
稿
し
て
い
る
︒

�
敬
す
る
我
が
同
�
の
八
旗
滿
蒙
左
右
�
と
八
旗
護
軍
の
官
長
弁
兵
に
申
し
上
げ
ま
す
︒
⁝
も
し
古
い
し
き
た
り
に
と
ら
わ
れ
て
;
步
し

な
い
な
ら
ば
︑
將
來
我
々
は
跡
形
も
な
く
{
滅
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
︒
十
營
に
と
っ
て
幸
い
な
こ
と
に
治
瓜
領
鶴
卿
先
生
が
現
れ
て
制
度

を
變
え
て
極
力
整
頓
し
︑
利
益
を
も
た
ら
し
�
I
を
取
り
除
き
︑
怨
た
に
違
\
を
制
定
し
︑
身
體
壯
永
な
者
を
E
拔
し
て
訓
練
し
能
力
に

よ
っ
て
登
用
し
た
︒
⁝
同
�
た
ち
よ
︑
敎
令
を
�
守
し
︑
紀
律
を
守
り
︑
命
令
�
り
に
任
務
を
實
行
し
よ
う
︒
同
�
た
ち
よ
︑
宗
旨
を
胸

に
刻
み
︑
淸
皇
室
と
大
總
瓜
に
そ
れ
ぞ
れ
忠
義
を
盡
く
そ
う
︒
同
�
た
ち
よ
︑
公
共
心
を
も
ち
︑
五
族
の
人
た
ち
を
兄
弟
と
見
な
そ
う
︒(47

)

榮
禧
は
治
格
の
改
革
に
よ
っ
て
積
年
の
�
I
を
改
め
る
こ
と
を
訴
え
た
︒
淸
皇
室
と
大
總
瓜
に
そ
れ
ぞ
れ
忠
�
を
盡
く
そ
う
と
い
う
表
現
か

ら
窺
え
る
よ
う
に
︑
旗
人
た
ち
の
<
識
の
な
か
で
は
民
國
の
大
總
瓜
に
仕
え
る
こ
と
と
淸
室
に
仕
え
る
こ
と
は
矛
盾
な
く
兩
立
し
て
い
た
︒
傳

瓜
�
な
思
想
で
は
︑
貮
君
に
仕
え
る
こ
と
を
よ
し
と
し
な
い
が
︑
淸
室
優
待
條
件
に
よ
っ
て
大
總
瓜
が
淸
室
を
禮
~
す
る
限
り
︑
民
國
の
國
民

と
し
て
淸
室
に
仕
え
る
こ
と
は
︑
淸
室
と
大
總
瓜
の
雙
方
へ
の
忠
�
と
し
て
兩
立
さ
れ
て
い
た
︒
淸
の
�
臣
と
言
え
ば
︑
民
國
に
仕
え
る
こ
と

を
×
っ
て
隱
棲
し
た
り
︑
復
辟
2
動
を
行
っ
た
者
も
多
い
が
︑
民
國
を
拒
絕
で
き
る
者
は
あ
る
\
度
の
經
濟
基
盤
を
e
す
る
富
裕
層
で
あ
り
︑

下
層
旗
人
の
よ
う
に
給
料
が
滯
れ
ば
た
ち
ま
ち
生
活
が
行
き
詰
ま
る
者
に
は
︑
隱
棲
す
る
と
い
う
E
擇
は
不
可
能
で
あ
っ
た
︒
淸
室
優
待
條
件

は
﹁
民
國
に
仕
え
る
淸

�
臣
﹂
の
心
理
�
�
擔
を
輕
減
し
民
國
國
民
で
あ
る
こ
と
を
�
け
入
れ
さ
せ
る
と
い
う
一
面
が
あ
っ
た
︒

改
革
に
�
待
を
寄
せ
る
者
が
い
る
一
方
で
︑
治
格
は
人
事
︑
豫
算
�
分
等
で
舊
來
の
方
法
を
變
え
た
た
め
︑
他
の
�
鋒
護
軍
瓜
領
と
衝
突
し

た
︒
正
紅
旗
護
軍
瓜
領
の
占
鳳(48

)
は
︑
袁
世
凱
に
治
格
の
改
革
へ
の
不
滿
を
訴
え
︑
治
格
が
他
の
瓜
領
に
相
談
も
な
く
組
織
の
改
A
を
行
い
︑
淸

室
が
警
備
に
當
た
る
兵
士
に
荏
給
し
て
い
た
食
費
を
十
營
瓜
領
の
名
義
で
借
用
し
て
怨
た
に
作
っ
た
管
理
處
の
人
員
の
(
給
に
あ
て
た
た
め
︑

食
費
を
失
っ
た
三
千
數
百
人
の
官
兵
が
公
署
に
不
滿
を
訴
え
に
押
し
か
け
騷
ぎ
に
な
っ
た
と
営
べ
た(49

)
︒
こ
れ
に
對
し
て
袁
世
凱
は
治
格
の
改
革

を
荏
持
し
︑
護
軍
の
改
A
が
完
成
し
た
一
九
一
五
年
二
(
に
他
の
�
鋒
護
軍
瓜
領
た
ち
を
解
任
し
た(50

)
︒
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②
民
國
法
律
體
系
に
お
け
る
淸
室
︑
護
軍
の
位
置
附
け

一
九
一
三
年
五
(
の
治
格
の
護
軍
着
任
か
ら
一
年
九
箇
(
を
費
や
し
︑
一
九
一
五
年
二
(
に
護
軍
の
改
A
が
完
了
し
た
︒
こ
れ
に
先
立
つ
一

九
一
四
年
末
に
民
國
內
務
部
と
淸
室
が
協
議
し
︑
優
待
條
件
の
細
則
と
し
て
﹁
優
待
條
件
善
後
辦
法
﹂
が
一
九
一
五
年
一
(
に
作
成
さ
れ
た
︒

そ
の
內
容
は
︑
淸
室
に
中
華
民
國
の
瓜
治
權
を
�
重
さ
せ
︑
優
待
條
件
に
規
定
す
る
以
外
の
現
行
の
法
令
と
抵
觸
す
る
行
爲
の
禁
止
︑
民
國
紀

年
を
�
用
す
る
こ
と
︑
淸
室
に
よ
る
官
民
へ
の
諡
號
や
榮
典
の
}
與
の
禁
止
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
︒

｢優
待
條
件
善
後
辦
法
﹂
は
︑
政
府
と
淸
室
の
法
律
關
係
を
�
確
�
し
︑
淸
室
に
民
國
の
法
令
を
�
守
さ
せ
︑
政
府
に
よ
る
淸
室
へ
の
管
理

を
强
�
す
る
內
容
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
淸
室
が
宣
瓜
年
號
を
用
い
︑
內
務
府
愼
𠛬
司
が
淸
室
內
部
の
人
員
に
對
し
て
民
國
の
法
律
に
よ

ら
ず
に
處
罰
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
世
論
へ
の
�
慮
で
あ
り
︑
淸
室
獨
自
の
�
斷
に
よ
っ
て
裁
く
內
務
府
愼
𠛬
司
を
廢
止
し
︑
民
國
の

法
律
體
系
に
淸
室
を
位
置
附
け
た
︒
淸
室
に
對
す
る
禁
止
や
義
務
を
定
め
る
と
同
時
に
︑﹁
優
待
條
件
善
後
辦
法
﹂
は
政
府
が
淸
室
に
對
し
て

責
任
を
�
う
べ
き
こ
と
も
�
確
に
し
て
い
る
︒
第
四
條
で
は
﹁
政
府
が
淸
皇
室
に
對
し
て
優
待
條
件
に
照
ら
し
て
行
う
宗
þ
陵
寢
�
び
原
e
の

私
產
保
護
等
の
一
切
の
事
務
は
︑
專
ら
內
務
部
を
=
管
の
衙
門
と
す
る
﹂
と
あ
り
︑
淸
室
の
私
產
保
護
の
責
任
を
民
國
政
府
が
�
い
︑
そ
の
=

管
部
門
が
內
務
部
で
あ
る
こ
と
が
確
 
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
第
六
條
で
は
淸
室
の
警
備
責
任
と
淸
室
內
部
の
犯
罪
の
取
り
�
い
を
Q
の
よ
う
に
定

め
て
い
る
︒

怨
A
の
護
軍
に
內
廷
警
察
の
職
務
を
專
任
し
︑
管
理
護
軍
長
官
が
完
f
に
檢
査
保
衞
の
責
任
を
�
う
︒
そ
の
違
\
に
つ
い
て
は
別
に
定
め

る
︒
愼
𠛬
司
は
廢
止
し
︑
宮
內
で
用
い
る
各
項
の
執
事
人
役
�
び
太
監
等
が
犯
罪
を
し
た
場
合
は
︑
¡
警
の
範
圍
の
も
の
は
護
軍
長
官
が

警
察
法
に
よ
っ
て
處
分
す
る
︒
𠛬
律
を
犯
し
た
者
は
司
法
官
廳
に
3
っ
て
處
理
す
る
︒

こ
れ
に
よ
り
︑
淸
室
警
備
の
責
任
と
淸
室
內
の
¡
警
律
の
範
圍
の
犯
罪
を
處
理
す
る
權
限
が
護
軍
管
理
處
の
長
官
に
與
え
ら
れ
た
︒
さ
ら
に
內

務
部
は
陸
軍
部
︑
司
法
部
な
ど
の
關
聯
部
署
と
協
議
の
上
︑﹁
護
軍
執
行
淸
廷
警
察
違
\
﹂︑﹁
改
組
護
軍
辦
法
﹂︑﹁
淸
室
當
差
人
役
犯
罪
處
罰

違
\
﹂
等
の
規
則
を
制
定
し
︑
護
軍
の
法
�
位
置
附
け
を
�
確
に
し
た(51

)
︒
護
軍
を
管
理
す
る
護
軍
管
理
處
は
內
務
部
に
隸
屬
し
︑
司
法
總
長
の
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委
任
と
い
う
形
で
護
軍
管
理
處
長
官
に
淸
廷
で
の
警
備
︑
犯
罪
搜
査
︑
¡
令
罰
法
�
び
¡
警
律
の
範
圍
內
で
の
司
法
權
が
與
え
ら
れ
た
︒﹁
淸

室
當
差
人
役
犯
罪
處
罰
違
\
﹂
に
よ
っ
て
具
體
�
に
處
罰
で
き
る
內
容
が
定
め
ら
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
八
箇
(
以
下
の
徒
𠛬
︑
二
箇
(
以
下
の
拘
役

或
い
は
六
十
元
以
下
の
罰
金
︑
三
十
日
以
下
の
拘
留
或
い
は
三
十
元
以
下
の
罰
金
等
の
𠛬
罰
を
科
す
こ
と
が
で
き
︑
𠛬
律
に
よ
っ
て
裁
か
れ
る

べ
き
犯
罪
は
司
法
院
に
3
り
處
罰
す
る
と
し
た
︒
例
え
ば
︑
八
箇
(
以
下
の
徒
𠛬
に
處
す
る
罪
は
︑
淸
室
の
君
=
に
對
し
て
冒
瀆
反
抗
�
び
そ

の
他
不
敬
の
行
爲
を
し
C
狀
が
比
�
�
輕
い
者
(C
狀
の
重
大
な
者
は
法
院
に
3
り
處
理
す
る
)
︑
淸
室
の
宗
þ
陵
寢
に
對
し
て
不
敬
の
行
爲
を
し

て
C
狀
が
比
�
�
輕
い
者
(C
狀
の
重
大
な
者
は
法
院
に
3
り
處
理
す
る
)
︑
宮
殿
の
塀
壁
窓
£
�
び
一
切
の
円
築
物
を
損
傷
し
た
者
︑
官
物
�
び

そ
の
他
の
禁
制
品
を
¤
手
に
液
用
し
た
者
︑
デ
マ
を
液
し
て
騷
動
を
W
こ
し
ま
た
輿
論
を
困
惑
さ
せ
る
印
刷
物
を
散
布
し
た
者
と
し
て
い
る
︒

護
軍
管
理
處
の
長
官
に
は
八
箇
(
以
下
の
徒
𠛬
を
科
す
權
限
が
あ
り
︑
ま
た
獨
自
の
拘
役
︑
拘
留
︑
留
置
施
設
を
e
し
て
い
た
︒﹁
護
軍
執
行

淸
廷
警
察
違
\
﹂
第
十
一
條
で
は
︑﹁
護
軍
長
官
は
單
行
の
警
察
違
\
を
發
布
す
る
こ
と
が
で
き
︑
そ
の
罰
則
は
京
師
警
察
廳
の
限
度
に
照
ら

し
て
行
う
﹂
と
さ
れ
︑
京
師
警
察
廳
に
準
じ
て
警
察
違
\
を
獨
自
に
發
布
す
る
權
限
も
e
し
て
い
た
︒
さ
ら
に
具
體
�
な
事
件
を
見
る
と
︑
紫

禁
城
內
の
犯
罪
搜
査
に
關
す
る
こ
と
で
あ
れ
ば
︑
搜
査
權
を
紫
禁
城
外
で
も
行
�
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る(52

)
︒
以
上
か
ら
護
軍
管
理
處
に
は
相

當
に
大
き
な
權
限
が
與
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
護
軍
管
理
處
都
護
�
︑
都
護
副
�
に
は
淸
室
內
務
府
大
臣
の
紹
英(53

)
と
治
格
が
任
命
さ

れ
た(54

)
︒
紹
英
は
一
九
一
三
年
一
二
(
に
は
政
府
か
ら
管
理
左
右
�
�
鋒
八
旗
護
軍
營
事
務
に
任
命
さ
れ
︑
*
一
九
一
四
年
一
(
か
ら
三
(
ま
で

奉
天
の
淸
室
�
物
の
2
3
の
た
め
に
北
京
を
留
守
に
し
て
い
た
治
格
に
代
り
︑
�
鋒
護
軍
事
務
の
責
任
者
と
な
っ
て
い
た(55

)
︒
護
軍
管
理
處
の
組

織
で
重
>
な
總
務
科
科
長
と
司
法
科
科
長
は
護
軍
長
官
が
E
ん
だ
人
員
を
內
務
部
に
上
申
し
た
う
え
で
任
命
さ
れ
た
︒
總
務
科
科
長
に
內
務
府

上
駟
院
郞
中
福
7
(字
は
子
昆
)
︑
司
法
科
科
長
に
京
師
警
察
廳
司
法
處
處
長
や
衞
生
處
處
長
を
務
め
た
高
祖
佑

(字
は
寶
卿
)
が
任
命
さ
れ
︑

淸
室
と
警
察
に
精
�
し
た
者
が
そ
れ
ぞ
れ
閏
て
ら
れ
た(56

)
︒

｢優
待
條
件
善
後
辦
法
﹂
か
ら
﹁
護
軍
執
行
淸
廷
警
察
違
\
﹂︑﹁
改
組
護
軍
辦
法
﹂︑﹁
淸
室
當
差
人
役
犯
罪
處
罰
違
\
﹂
ま
で
の
一
聯
の
規

定
は
︑
形
式
�
に
は
淸
室
に
民
國
の
法
律
を
�
重
さ
せ
︑
民
國
政
府
に
よ
る
淸
室
管
理
を
强
�
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
一
方
で
︑
護
軍
管
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理
處
の
長
官
に
は
大
き
な
權
限
が
與
え
ら
れ
︑
都
護
�
に
淸
室
內
務
府
大
臣
紹
英
が
任
命
さ
れ
た
よ
う
に
︑
實
質
�
に
は
淸
室
の
人
閒
に
淸
室

を
管
理
さ
せ
て
い
る
狀
態
で
あ
り
︑
淸
室
は
一
種
の
自
治
の
よ
う
な
狀
態
を
享
�
し
て
い
た
︒
溥
儀
の
﹃
わ
が
¨
生
﹄
に
描
か
れ
る
紫
禁
城
の

中
に
保
存
さ
れ
た
淸

は
こ
の
よ
う
な
背
景
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
て
お
り
︑
優
待
條
件
で
規
制
さ
れ
た
太
監
の
怨
規
G
用
や
善
後
辦
法
で
規

制
さ
れ
た
宣
瓜
年
號
の
�
用
等
も
內
部
で
は
繼
續
し
て
行
わ
れ
て
い
た
︒
な
お
︑
淸
室
警
備
に
携
わ
っ
た
の
は
護
軍
の
み
で
は
な
く
︑
い
く
つ

か
の
組
織
が
紫
禁
城
と
そ
の
外
側
の
皇
城
に
複
雜
に
�
置
さ
れ
て
い
た
︒
護
軍
管
理
處
は
︑
紫
禁
城
f
體
の
警
備
と
司
法
警
察
機
能
を
e
し
て

い
る
が
︑
淸
室
の
內
廷
部
分
で
は
御
�
大
臣
の
管
�
す
る
侍
衞
が
�
置
さ
れ
︑
さ
ら
に
紫
禁
城
に
は
禁
衞
軍

(一
九
一
七
年
以
影
は
陸
軍
第
十
六

師
)
の
一
つ
の
團
も
p
屯
し
︑
紫
禁
城
外
の
皇
城
に
は
步
軍
瓜
領
衙
門
の
游
緝
�
も
警
備
に
あ
た
っ
て
い
た
︒
こ
の
う
ち
侍
衞
は
淸
室
の
內
部

組
織
と
し
て
淸
室
が
經
費
を
�
擔
し
︑
そ
の
他
の
組
織
は
民
國
の
組
織
と
し
て
政
府
が
費
用
�
擔
を
す
る
が
︑
護
軍
警
察
や
十
六
師
︑
游
緝
�

も
三
大
w
や
溥
儀
や
太
妃
の
�
生
日
な
ど
に
は
恩
賞
を
荏
給
さ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
ら
の
組
織
の
擔
當
場
�
に
つ
い
て
は
︑
詳
細
に
つ
い
て
は
檢

討
を
>
す
る
が
︑
侍
衞
が
乾
淸
門
以
內
の
內
廷
の
各
門
を
守
衞
し
︑
護
軍
警
察
は
午
門
︑
東
華
門
︑
西
華
門
︑
神
武
門
の
四
つ
の
門
の
開
閉
を

管
�
し
︑
紫
禁
城
內
f
體
の
司
法
警
察
機
能
を
e
し
た
︒
游
緝
�
は
皇
城
內
に
�
置
さ
れ
︑
禁
衞
軍
は
神
武
門
︑
北
上
門
な
ど
景
山
方
面
と
端

門
を
防
衞
し
て
い
た(57

)
︒
彼
等
は
身
分
�
に
は
民
國
政
府
か
ら
ª
用
さ
れ
た
民
國
の
兵
士
で
あ
る
が
︑
同
時
に
淸
室
に
仕
え
て
い
る
と
い
う
性
質

を
も
つ
︑
民
國
と
淸
室
の
中
閒
に
い
る
存
在
で
あ
っ
た
︒

③
同
時
代
の
_
價

治
格
の
護
軍
再
A
は
︑
當
時
の
北
京
で
は
八
旗
改
革
の
成
功
例
と
し
て
高
く
_
價
さ
れ
て
い
た
︒﹃
京
話
日
報
﹄
A
輯
の
顏
一
«
は
一
九
一

八
年
の
記
事
で
︑﹁
護
軍
營
は
治
鶴
淸
都
護
が
警
察
に
改
A
し
た
後
︑
治
公
の
苦
心
毅
力
と
恨
み
を
買
う
の
も
厭
わ
な
い
x
勢
で
懸
命
に
整
頓

し
た
た
め
︑
一
切
の
內
容
︑
外
觀
は
見
¡
え
る
\
に
な
り
︑
�
淸
時
代
の
護
軍
の
數
々
の
惡
¬
は
悉
く
な
く
な
っ
た
︒
ま
た
︑
治
公
の
屬
下
の

正
副
の
�
官
�
び
各
�
の
長
官
は
み
な
警
兵
を
監
督
し
精
神
を
奮
い
立
た
せ
て
お
り
︑
_
�
は
と
て
も
よ
い
﹂︑
一
部
に
は
問
題
の
あ
る
兵
士
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が
い
る
が
︑
紹
英
︑
治
格
兩
都
護
は
]
素
職
務
を
眞
劍
に
や
っ
て
お
り
︑
問
題
の
あ
る
兵
士
は
必
ず
處
罰
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
営
べ
て
い
る(58

)
︒
こ

の
よ
う
な
_
價
は
生
計
問
題
に
對
處
す
る
た
め
︑
護
軍
改
革
と
後
営
の
古
物
陳
列
�
に
よ
っ
て
怨
た
な
ª
用
を
創
出
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で

あ
る
︒
治
格
の
改
革
は
リ
ス
ト
ラ
を
斷
行
す
る
痛
み
を

う
も
の
で
あ
り
︑
同
時
代
の
旗
人
に
は
占
鳳
の
よ
う
に
治
格
に
批
�
�
な
者
も
い
た

が
︑
改
革
に
よ
っ
て
役
に
立
た
な
い
物
か
ら
e
用
の
物
に
轉
奄
し
︑
怨
た
な
ª
用
を
生
み
出
し
た
點
が
當
時
の
北
京
で
は
好
<
�
に
�
け
止
め

ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

政
府
の
財
政
が
惡
�
す
る
に
つ
れ
て
︑
淸
室
優
待
條
件
に
基
づ
く
淸
室
︑
旗
人
へ
の
經
濟
�
補
助
へ
の
餘
裕
が
失
わ
れ
︑
一
九
二
〇
年
頃
か

ら
淸
室
優
待
費
︑
一
般
旗
營
の
旗
餉
の
荏
給
は
減
額
︑
遲
8
が
常
態
�
す
る
よ
う
に
な
り
︑
旗
人
社
會
の
貧
困
は
一
段
と
深
刻
さ
を
增
し
て

い
っ
た
︒
一
九
一
九
年
七
(
の
安
福
國
會
に
お
い
て
各
機
關
の
豫
算
�
減
が
議
論
さ
れ
る
と
︑
護
軍
管
理
處
も
議
論
の
對
象
と
な
っ
た
︒
治
格

は
衆
議
院
の
王
揖
®
議
長
と
面
會
し
護
軍
管
理
處
の
苦
衷
を
営
べ
︑
總
務
科
科
員
景
繼
と
司
法
科
科
員
韓
�
魁
を
衆
議
院
に
出
席
さ
せ
て
優
待

條
件
と
旗
族
の
貧
困
の
現
狀
か
ら
護
軍
管
理
處
の
豫
算
を
�
減
で
き
な
い
と
報
吿
さ
せ
た
が
︑
議
員
か
ら
は
G
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
︒
こ

れ
に
對
し
て
︑
護
軍
管
理
處
司
法
科
科
員
h
古
物
陳
列
�
A
輯
の
﹁
恨
吾
﹂
と
い
う
筆
名
の
旗
人
は
︑﹃
白
話
國
强
報
﹄
へ
の
投
稿
�
で
︑
自

分
は
治
格
の
た
め
に
宣
傳
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
我
々
八
旗
の
な
か
で
︑
治
格
以
外
に
我
々
の
た
め
に
何
か
し
て
く
れ
た
人
は
ど
れ
だ
け

い
る
だ
ろ
う
か
と
営
べ
て
い
る
︒
恨
吾
は
一
方
で
︑
戲
園
妓
館
︑
茶
坊
酒
肆
に
�
っ
て
同
�
の
た
め
に
何
も
し
な
い
旗
人
富
裕
層
を
引
き
合
い

に
出
し
て
風
刺
し
︑
漢
人
に
對
し
て
は
︑﹁
旗
人
は
依
存
性
が
强
く
獨
立
し
て
生
活
が
で
き
な
い
と
い
う
が
︑
人
力
車
を
引
い
て
も
乘
る
人
が

い
な
い
︑
商
賣
を
始
め
よ
う
と
し
て
も
元
手
が
な
い
の
に
︑
ど
う
や
っ
て
生
活
し
ろ
と
い
う
の
か
︑
ま
さ
か
强
盜
に
で
も
な
れ
と
い
う
の
か
﹂

と
貧
困
か
ら
拔
け
出
せ
な
い
下
層
旗
人
の
立
場
を
代
辯
し
た(59

)
︒
一
九
二
〇
年
代
以
影
︑
財
政
が
緊
°
�
し
︑
八
旗
生
計
問
題
は
議
論
の
片
隅
に

±
い
や
ら
れ
て
²
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
︒
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(3
)
淸
室
關
聯
業
務
そ
の
二
︑
古
物
陳
列
�
の
設
立

①
古
物
陳
列
�
の
再
檢
討

古
物
陳
列
�
の
設
立
は
︑
治
格
が
護
軍
警
察
�
の
A
成
と
竝
行
し
て
紫
禁
城
で
行
っ
た
淸
室
關
聯
業
務
の
一
つ
で
あ
る
︒
古
物
陳
列
�
の
位

置
附
け
と
し
て
は
︑
段
勇
は
古
物
陳
列
�
を
中
國
�
初
の
國
立
&
物
館
と
し
て
_
價
す
る
一
方
で
︑
古
物
陳
列
�
は
故
宮
&
物
院
ほ
ど
の
社
會

�
影
�
力
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
︑
Q
の
點
を
指
摘
し
て
い
る
︒
北
洋
政
府
は
古
物
陳
列
�
を
積
極
�
に
宣
傳
し
て
い
な
か
っ
た
︑
開

場
當
初
は
武
英
殿
の
み
で
見
學
地
點
が
少
な
く
︑
展
示
物
に
つ
い
て
は
一
九
一
四
年
一
〇
(
に
參
觀
し
た
魯
³
が
﹁
骨
董
店
の
よ
う
だ
﹂
と
い

う
低
い
_
價
し
か
與
え
て
い
な
か
っ
た
︑
庶
民
に
は
入
場
料
が
高
か
っ
た
︑
古
物
陳
列
�
と
い
う
名
稱
が
紫
禁
城
と
の
關
係
を
聯
想
さ
せ
な
い(60

)
︒

こ
れ
ら
の
點
に
對
し
て
筆
者
は
Q
の
よ
う
に
考
え
る
︒
社
會
へ
の
周
知
は
︑
當
時
の
北
京
の
怨
聞
が
開
場
�
か
ら
非
常
に
多
く
の
報
?
を
し
て

い
た
た
め
す
で
に
十
分
で
あ
り
︑
政
府
が
宣
傳
を
行
う
必
>
は
な
か
っ
た
︒
名
稱
に
つ
い
て
は
︑
怨
聞
で
は
﹁
內
廷
古
物
陳
列
�
﹂
と
報
じ
て

お
り
︑
當
時
の
北
京
人
た
ち
は
古
物
陳
列
�
が
紫
禁
城
に
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
ま
た
︑
魯
³
の
感
想
を
も
っ
て
古
物
陳

列
�
の
展
示
が
面
白
く
な
か
っ
た
と
結
論
附
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒﹃
京
話
日
報
﹄
A
輯
の
顏
一
«
は
一
九
一
八
年
七
(
に
參
觀
し
た
際
の

感
想
を
Q
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︒﹁
昨
日
︑
記
者
は
古
物
陳
列
�
を
訪
れ
た
が
︑
武
英
殿
の
各
古
物
は
み
な
怨
し
く
�
奄
さ
れ
て
お
り
︑
�

華
殿
は
各
種
の
古
µ
が
展
示
さ
れ
︑
色
は
樣
々
で
︑
形
狀
も
變
わ
っ
た
も
の
が
あ
り
︑
大
小
樣
々
な
も
の
が
あ
り
︑
み
な
名
人
が
描
い
た
も
の

で
あ
っ
た
︒
ま
た
皇
Y
の
御
筆
も
多
く
︑
感
嘆
を
禁
じ
え
な
か
っ
た(61

)
﹂︒
も
ち
ろ
ん
開
場
當
初
に
參
觀
し
た
魯
³
と
四
年
後
に
參
觀
し
た
顏
一

«
で
は
︑
展
示
內
容
の
閏
實
度
な
ど
に
¡
い
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
︑
怨
聞
に
は
古
物
陳
列
�
の
記
事
が
多
數
揭
載
さ
れ
て
お
り
︑
社
會
�
關
心

が
高
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
入
場
料
に
關
し
て
は
︑
一
九
一
四
年
開
場
當
初
は
一
元
︑
一
九
一
六
年
は
一
元
三
角
で(62

)
︑
警
察
官
の
(
收
が
八

元
か
ら
一
〇
元
\
度(63

)
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
︑
た
し
か
に
庶
民
に
と
っ
て
安
い
金
額
で
は
な
か
っ
た
が
︑
怨
曆
怨
年
︑
舊
曆
怨
年
︑
國

會
開
幕
紀
念
日
︑
端
午
w
︑
	
復
共
和
紀
念
日
︑
中
秋
w
︑
國
慶
日
な
ど
に
定
�
�
に
入
場
料
¨
額
を
實
施
し
︑
ま
た
入
場
料
¨
額
�
閒
の
�

― 51 ―

631



に
は
展
示
物
を
入
れ
替
え
て
參
觀
者
を
·
き
さ
せ
な
い
工
夫
を
し
て
お
り(64

)
︑
¨
額
�
閒
中
は
非
常
に
混
雜
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る(65

)
︒
吳
十
洲

は
一
九
一
七
年
一
一
(
の
古
物
陳
列
�
の
入
場
¸
販
賣
記
錄
を
引
用
し
︑
古
物
陳
列
�
の
﹁
入
門
¸
一
一
四
八
枚
︑
瞻
覽
¸
七
四
〇
枚
﹂
と
い

う
數
字
か
ら
︑
古
物
陳
列
�
の
入
場
者
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
と
結
論
附
け
た
が(66

)
︑
一
一
(
は
入
場
料
¨
額
が
實
施
さ
れ
な
い
(
で
あ
り
︑
一

〇
(
に
¨
額
が
實
施
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
り
︑
ま
た
少
し
待
て
ば
怨
年
に
再
び
入
場
料
¨
額
が
實
施
さ
れ
る
な
ら
ば
︑
北
京
人
は
わ
ざ
わ
ざ
入

場
料
の
高
い
時
�
に
參
觀
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
︒
古
物
陳
列
�
は
�
常
�
と
¨
額
�
で
入
場
者
數
に
相
當
の
差
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

な
お
︑
一
九
一
七
年
三
(
の
報
?
に
よ
る
と
︑
古
物
陳
列
�
の
開
場
か
ら
の
入
場
料
收
入
は
八
萬
一
五
〇
〇
元
以
上
で
あ
る(67

)
︒
入
場
料
一
･三

元
と
し
て
計
算
し
て
も
二
年
¨
で
六
萬
人
以
上
訪
れ
た
こ
と
に
な
る
が
︑
さ
ら
に
入
場
者
が
¨
額
�
に
集
中
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
一

〇
萬
人
�
い
參
觀
者
が
訪
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

古
物
陳
列
�
の
立
ち
上
げ
か
ら
2
營
ま
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
二
〇
年
ま
で
古
物
陳
列
�
初
代
�
長
の
地

位
に
あ
っ
た
治
格
で
あ
る
︒
治
格
は
民
國
政
府
か
ら
J
K
さ
れ
て
紫
禁
城
の
警
備
と
警
察
の
職
務
を
行
う
護
軍
管
理
處
都
護
副
�
で
あ
る
と
同

時
に
︑
政
府
と
淸
室
の
雙
方
か
ら
古
物
の
保
管
を
委
託
さ
れ
た
立
場
に
あ
っ
た
︒
ま
た
八
旗
都
瓜
と
し
て
滿
族
同
;
會
_
議
員
と
し
て
︑
旗
人

社
會
を
代
表
し
て
生
計
問
題
に
取
り
組
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
立
場
で
も
あ
っ
た
︒
治
格
の
も
と
で
︑
古
物
陳
列
�
は
淸
室
と
協
z
し
て
2
營

さ
れ
︑
生
計
問
題
に
苦
し
む
旗
人
に
と
っ
て
は
就
業
の
場
と
な
っ
た
︒
古
物
陳
列
�
に
は
�
物
の
收
集
︑
保
存
︑
公
開
と
い
う
�
代
&
物
館
と

し
て
の
面
と
と
も
に
︑
旗
人
へ
の
}
產
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
側
面
が
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
治
格
が
淸
室
で
行
っ
た
二
つ
の
業
務
︑
�
鋒

護
軍
の
再
A
と
古
物
陳
列
�
の
創
設
は
表
裏
一
體
で
不
可
分
の
關
係
に
あ
っ
た
︒
今
日
︑
古
物
陳
列
�
は
多
く
の
硏
究
者
に
#
目
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
が
︑
淸
室
︑
旗
人
社
會
と
一
體
と
し
て
古
物
陳
列
�
を
見
た
時
に
︑
ま
た
別
の
x
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
︒

②
古
物
陳
列
�
開
場
ま
で

一
九
一
二
年
二
(
の
溥
儀
)
位
後
︑
淸
室
は
政
府
か
ら
荏
給
さ
れ
る
優
待
經
費
內
で
の
經
營
に
移
行
し
︑
機
,
の
瓜
廢
合
︑
人
員
�
減
︑
財
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產
整
理
等
の
必
>
に
°
ら
れ
︑
熱
河
や
東
西
陵
な
ど
地
方
に
�
藏
す
る
財
產
z
査
を
行
っ
て
い
た
︒
折
し
も
熱
河
都
瓜
熊
希
齡
よ
り
︑
公
務
で

»
暑
山
莊
を
借
用
し
た
い
と
い
う
申
し
入
れ
が
あ
り
︑
熊
希
齡
が
»
暑
山
莊
を
�
用
し
た(68

)
︒
と
こ
ろ
が
熊
希
齡
の
在
任
中
に
︑
淸
室
の
�
物
の

液
失
事
件
が
W
き
︑
社
會
の
關
心
が
淸
室
の
�
物
に
向
か
い
︑
保
存
の
必
>
性
が
 
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
液
失
と
い
う
事
態
は
政
府
に

と
っ
て
も
淸
室
に
と
っ
て
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
︑
保
存
の
た
め
に
奉
天
な
ど
の
他
の
宮
殿
の
�
物
も
北
京
へ
2
3
す
る
こ
と
に

な
っ
た
︒
熊
希
齡
の
Q
の
熱
河
都
瓜
姜
桂
題
は
︑
淸
室
內
務
府
︑
民
國
內
務
部
の
職
員
の
立
會
い
の
下
に
一
九
一
三
年
八
(
頃
か
ら
�
物
を
北

京
へ
2
3
す
る
準
備
を
し(69

)
︑
�
物
は
一
一
(
か
ら
續
々
と
北
京
の
紫
禁
城
に
2
び
½
ま
れ
た(70

)
︒
一
九
一
三
年
一
二
(
︑
內
務
部
は
﹁
古
物
陳
列

�
違
\
﹂
を
施
行
し
︑
古
物
陳
列
�
の
組
織
を
立
ち
上
げ
た(71

)
︒
熱
河
・
奉
天
か
ら
3
ら
れ
た
�
物
は
七
〇
餘
萬
件
に
上
り
︑
武
英
殿
︑
�
華
殿
︑

太
和
殿
︑
中
和
殿
︑
保
和
殿
に
保
管
さ
れ
た
︒
治
格
は
︑
一
九
一
四
年
一
(
か
ら
三
(
ま
で
奉
天
へ
赴
き
︑
淸
室
�
物
の
2
3
を
行
い
︑
三
(

下
旬
に
歸
京
後
古
物
陳
列
�
の
初
代
�
長
に
任
命
さ
れ
︑
一
般
公
開
に
向
け
て
準
備
を
;
め
た
︒
三
(
か
ら
は
武
英
殿
の
改
修
工
事
が
行
わ
れ

た(72
)

︒
後
に
�
物
の
保
管
場
�
と
し
て
怨
た
に
洋
式
円
築
の
寶
蘊
樓
が
円
設
さ
れ
︑
�
華
殿
も
陳
列
�
と
し
て
改
修
さ
れ
て
い
る
︒

古
物
陳
列
�
の
創
立
で
怨
た
な
ª
用
が
生
ま
れ
た
︒
治
格
は
警
備
の
た
め
に
一
九
一
四
年
三
(
︑
護
軍
を
一
二
〇
人
E
拔
し
て
一
�
を
A
成

し
︑
古
物
陳
列
�
の
警
備
を
專
門
に
行
う
第
四
�
と
し
た(73

)
︒
八
(
に
は
さ
ら
に
一
二
〇
人
增
員
し
て
い
る(74

)
︒
護
軍
か
ら
E
拔
さ
れ
た
四
〇
名
で

,
成
さ
れ
た
衞
生
�
は
︑
紫
禁
城
の
淸
|
︑
?
路
整
備
︑
¾
樹
な
ど
'
境
整
備
や
展
示
物
の
汚
れ
の
洗
淨
等
も
行
っ
て
い
る(75

)
︒
一
〇
(
の
開
場

に
向
け
て
︑
護
軍
の
兵
士
た
ち
は
休
み
を
¿
上
し
て
働
き
︑
內
務
部
總
長
朱
7
鈐
は
臨
時
手
當
を
荏
給
し
て
勞
っ
た(76

)
︒
一
九
一
四
年
一
〇
(
一

〇
日
︑
古
物
陳
列
�
が
開
場
し
一
般
公
開
さ
れ
る
と
︑
多
く
の
人
々
が
訪
れ
會
場
は
混
雜
し
た
︒
治
格
は
ス
リ
が
À
入
す
る
こ
と
を
警
戒
し
︑

警
備
を
强
�
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る(77

)
︒
古
物
陳
列
�
の
開
場
當
初
︑
紫
禁
城
に
は
參
觀
者
の
た
め
の
休
憩
場
�
が
な
か
っ
た
た
め
︑
治
格
は
護

軍
の
旗
人
に
太
和
門
�
の

Á
で
商
店
を
開
か
せ
︑
洋
酒
や
茶
︑
輕
食
を
販
賣
さ
せ
た(78

)
︒
古
物
陳
列
�
の
入
場
¸
の
販
賣
︑
改
札
も
護
軍
の
旗

人
が
行
っ
た(79

)
︒
古
物
陳
列
�
は
人
々
に
�
�
財
に
觸
れ
る
機
會
を
提
供
し
︑
一
方
で
失
業
と
貧
困
に
苦
し
む
旗
人
た
ち
に
就
業
機
會
を
與
え
た
︒
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③
古
物
の
國
e
�
問
題

古
物
陳
列
�
の
展
示
品
は
︑
淸
室
の
私
產
で
あ
る
こ
と
を
 
め
た
う
え
で
民
國
政
府
が
Â
入
し
て
國
e
�
す
る
計
劃
で
あ
っ
た
が
︑
財
政
難

の
た
め
荏
拂
い
が
實
行
さ
れ
ず
に
い
た
︒
一
九
一
六
年
六
(
に
袁
世
凱
が
死
去
し
黎
元
洪
が
大
總
瓜
に
な
る
と
︑
治
格
は
政
府
に
對
し
て
︑
淸

室
へ
の
早
�
の
代
金
荏
拂
い
と
�
物
の
國
e
�
の
實
行
を
求
め
て
Q
の
よ
う
な
�
違
を
提
出
し
た
︒

民
國
三
年
一
(
に
淸
皇
室
の
人
員
と
奉
天
︑
熱
河
に
行
き
︑
淸
宮
で
代
々
收
藏
さ
れ
た
裝
Ã
品
�
び
珠
寶
︑
書
籍
等
を
點
檢
し
北
京
に
2

3
し
︑
太
和
殿
・
中
和
殿
・
保
和
殿
・
�
華
殿
・
武
英
殿
の
各
殿
に
分
置
し
ま
し
た
︒
兩
�
か
ら
2
ん
だ
古
物
は
七
十
萬
件
以
上
︑
そ
れ

ぞ
れ
分
類
し
登
記
し
ま
し
た
︒
つ
い
で
淸
皇
室
よ
り
人
を
J
K
し
骨
董
店
と
と
も
に
一
件
ず
つ
價
格
を
見
積
り
︑
s
五
百
萬
餘
元
に
な
り

ま
し
た
︒
な
か
に
は
極
め
て
貴
重
で
價
格
の
つ
け
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
り
︑
そ
れ
ら
は
こ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
︒
內
務
總
長
が
淸

皇
室
と
協
議
し
︑
武
英
殿
の
場
�
に
古
物
陳
列
�
を
円
設
す
る
こ
と
に
な
り
︑
�
大
總
瓜
よ
り
古
物
陳
列
�
�
長
に
任
ぜ
ら
れ
ま
し
た
︒

民
國
三
年
十
(
に
古
物
陳
列
�
が
開
幕
す
る
と
︑
貴
重
な
寶
や
珍
し
い
物
が
備
わ
っ
て
い
る
た
め
國
內
外
の
#
目
を
集
め
ま
し
た
︒
こ
れ

が
古
物
陳
列
�
成
立
の
實
C
で
す
︒
た
だ
こ
れ
ら
の
古
物
は
淸
室
の
私
產
に
屬
し
ま
す
︒
本
來
政
府
が
代
金
を
拂
っ
て
國
e
と
す
べ
き
で

す
が
︑
財
政
狀
況
が
困
難
な
た
め
い
ま
だ
に
實
行
で
き
ま
せ
ん
︒
現
在
も
大
局
は
ま
だ
安
定
し
て
お
り
ま
せ
ん
が
︑
淸
皇
室
は
早
く
代
金

を
拂
っ
て
ほ
し
い
と
切
實
に
願
っ
て
い
ま
す
︒
私
治
格
は
民
國
と
淸
皇
室
の
雙
方
に
保
存
の
責
任
を
�
っ
て
お
り
︑

夕
警
備
す
る
こ
と
︑

常
に
恐
々
と
し
て
お
り
ま
す
︒
思
い
ま
す
に
︑
國
粹
を
重
ん
じ
る
こ
と
は
︑
國
內
外
の
印
象
に
關
わ
り
ま
す
が
︑
淸
室
か
ら
囘
收
す
る
と

い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒
代
金
を
荏
拂
わ
な
い
う
ち
は
國
e
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
こ
の
よ
う
な
未
解
決
の
狀
態
は
將
來
�
な
方
法

で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
す
み
や
か
に
解
決
し
て
決
着
さ
せ
る
べ
き
で
す
︒

こ
れ
に
對
し
︑
國
務
總
理
段
祺
瑞
は
一
九
一
六
年
九
(
一
一
日
に
大
總
瓜
黎
元
洪
に
﹁
こ
の
金
額
は
非
常
に
大
き
く
︑
財
政
に
少
し
で
も
餘
裕

が
で
き
て
か
ら
荏
拂
い
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
荏
拂
い
以
�
に
お
い
て
は
︑
該
都
瓜

(治
格
)
は
淸
室
護
軍
都
護
�

マ

マ

h
古
物
陳

列
�
�
長
で
︑
雙
方
か
ら
委
託
を
�
け
責
任
を
�
っ
て
お
り
︑
も
と
の
場
�
で
以
�
と
同
樣
に
愼
重
に
保
存
し
︑
國
粹
を
重
ん
じ
る
べ
き
で
あ
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る
︒
淸
皇
室
方
面
に
對
し
て
は
︑
國
務
院
に
よ
っ
て
確
實
に
荏
拂
い
を
擔
保
し
︑
信
用
を
�
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
︒
古
物
陳
列
�
の
淸
室
へ

の
代
金
荏
拂
い
を
8
�
し
︑
以
�
の
よ
う
に
保
存
す
る
方
法
に
つ
い
て
協
議
し
︑
內
務
部
︑
財
政
部
�
び
淸
廷
內
務
府
に
照
會
す
る
ほ
か
︑
大

總
瓜
の
審
議
と
訓
示
を
願
い
ま
す
﹂
と
報
吿
し
て
い
る(80

)
︒
黎
元
洪
は
一
二
日
に
﹁
淸
廷
古
物
の
荏
拂
い
を
8
�
し
︑
國
務
院
が
確
實
に
擔
保
す

る
と
い
う
各
w
は
承
知
し
た
︒
報
吿
の
�
り
鑲
紅
旗
蒙
古
都
瓜
治
格
に
以
�
の
よ
う
に
�
切
に
保
存
さ
せ
︑
國
務
院
よ
り
內
務
部
︑
財
政
部
の

兩
部
に
�
守
さ
せ
︑
ま
た
淸
室
內
務
府
に
照
會
せ
よ
﹂
と
命
じ
た(81

)
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
治
格
は
袁
世
凱
死
後
も
引
き
續
き
民
國
政
府
と
淸
室
の

雙
方
か
ら
委
託
を
�
け
た
古
物
保
護
の
責
任
者
と
な
っ
た
が
︑
治
格
が
求
め
て
い
た
淸
室
へ
の
荏
拂
い
は
實
行
さ
れ
ず
︑
一
九
二
四
年
一
一
(

ま
で
國
e
�
は
完
了
し
な
か
っ
た
︒

④
古
物
陳
列
�
の
特
Æ

古
物
陳
列
�
は
淸
室
と
協
z
し
て
2
營
さ
れ
︑
淸
室
へ
�
慮
し
て
展
示
物
を
E
定
し
て
い
た
︒
例
え
ば
︑
治
格
は
︑
祭
祀
用
品
の
よ
う
な
宗

敎
�
な
も
の
は
展
示
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
�
慮
か
ら
︑
は
じ
め
か
ら
展
示
か
ら
外
し
て
い
た(82

)
︒
こ
れ
は
淸
室
を
紫
禁
城
か
ら
)
去
さ
せ

た
後
に
成
立
し
た
故
宮
&
物
院
が
︑
淸
室
の
祖
先
祭
祀
に
關
わ
る
物
に
對
し
て
も
强
制
�
に
接
收
し
︑
淸
室
側
と
激
し
く
對
立
し
た
の
と
は
對

照
�
で
あ
る(83

)
︒
一
方
で
︑
國
e
�
が
完
了
し
な
い
た
め
歸
屬
が
曖
昧
な
狀
態
が
繼
續
し
︑
一
度
古
物
陳
列
�
に
收
藏
さ
れ
た
�
物
で
も
︑
淸
室

の
�
斷
で
囘
收
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た(84

)
︒
そ
の
他
の
政
府
機
關
に
よ
る
持
ち
出
し
も
あ
り
︑
�
在
不
�
に
な
っ
た
物
が
少
な
く
な
い
こ
と
が
問

題
に
な
り
︑
一
九
一
九
年
一
〇
(
に
は
今
後
は
ど
の
機
關
も
大
總
瓜
の
許
可
な
く
收
藏
品
を
持
ち
出
せ
な
い
と
の
�
Ç
が
出
さ
れ
︑
一
九
二
〇

年
三
(
に
は
內
務
部
は
怨
た
な
リ
ス
ト
作
り
を
行
っ
た(85

)
︒

古
物
陳
列
�
の
職
員
に
は
民
國
內
務
部
や
淸
室
內
務
府
の
職
員
︑
美
0
專
門
家
︑
そ
の
他
の
民
國
政
府
官
員
な
ど
が
い
た
が(86

)
︑
そ
こ
に
は
多

數
の
旗
人
が
含
ま
れ
て
い
た
︒
例
え
ば
︑
�
物
保
管
科
科
長
の
曾
廣
齡
は
淸
室
か
ら
J
K
さ
れ
熱
河
»
暑
山
莊
の
�
物
輸
3
を
行
っ
て
い
た
︒

淸
室
內
務
府
郞
中
で
護
軍
管
理
處
總
務
科
科
長
の
福
7
は
︑
熱
河
・
奉
天
で
�
物
輸
3
を
行
い
淸
室
の
古
物
に
精
�
し
て
い
た
た
め
︑
一
九
二
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〇
年
の
古
物
陳
列
�
の
リ
ス
ト
A
集
作
業
を
國
務
院
僉
事
李
光
榮
︑
內
務
部
僉
事
楊
乃
賡
と
と
も
に
擔
當
し
て
い
る(87

)
︒
陳
設
科
科
員
景
繼
は
護

軍
管
理
處
總
務
科
庶
務
股
長
で
あ
る(88

)
︒
陳
設
科
科
員
の
吉
拉
布
も
︑
淸
室
か
ら
J
K
さ
れ
て
熱
河
か
ら
�
物
2
3
を
行
っ
て
い
た
︒﹃
白
話
國

强
報
﹄
に
恨
吾
と
い
う
筆
名
で
投
稿
し
た
旗
人
は
︑
古
物
陳
列
�
A
輯
h
護
軍
管
理
處
司
法
科
員
で
あ
っ
た(89

)
︒
以
上
か
ら
︑
古
物
陳
列
�
と
護

軍
管
理
處
の
h
任
者
が
相
當
數
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
治
格
の
�
長
時
代
に
は
二
つ
の
組
織
の
關
係
は
密
接
で
︑
合
同
で
怨
年
會
も
行
わ
れ
て

い
た(90

)
︒
一
九
二
五
年
の
故
宮
&
物
院
成
立
後
も
︑
古
物
陳
列
�
は
一
九
四
八
年
に
故
宮
&
物
院
に
Ê
合
さ
れ
る
ま
で
存
續
す
る
が
︑
吉
拉
布

(漢
名
劉
壽
8
)
の
子
劉
承
琮
に
よ
る
と
︑
古
物
陳
列
�
の
職
員
は
﹁
滿
淸
民
國
の
�
老
�
少
﹂︑
故
宮
&
物
院
の
職
員
は
北
京
大
學
の
敎
}
︑

學
生
ら
怨
思
想
の
持
=
で
︑
�
く
に
あ
り
な
が
ら
�
液
し
な
か
っ
た
と
い
う(91

)
︒
兩
組
織
は
設
立
經
雲
の
¡
い
か
ら
︑
人
員
︑
氣
風
が
衣
な
っ
て

い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

五

張
勳
復
辟
事
件
︑
安
直
戰
爭
と
治
格
の
失
脚
︑
北
京
政
變

一
九
一
七
年
七
(
︑
張
勳
復
辟
事
件
が
お
き
宣
瓜
Y
の
再
卽
位
が
宣
言
さ
れ
る
が
︑
張
勳
の
敗
)
に
よ
り
短
�
閒
で
幕
を
閉
じ
る
︒
復
辟
で

は
張
勳
が
滿
洲
王
公
を
排
斥
し
た
こ
と
も
あ
り
︑
醇
親
王
は
張
勳
と
Ì
離
を
置
き
︑
弟
載
洵
︑
載
濤
を
徐
世
昌
︑
馮
國
璋
︑
段
祺
瑞
ら
民
國
の

>
人
の
も
と
に
J
K
し
︑
淸
室
と
張
勳
は
無
關
係
で
あ
る
と
訴
え
優
待
條
件
の
存
續
を
圖
っ
た(92

)
︒
馮
國
璋
は
大
總
瓜
令
で
︑﹁
張
勳
が
軍
�
を

Z
い
て
宮
中
で
盤
踞
し
︑
僞
っ
て
諭
旨
を
發
し
︑
擅
に
國
體
を
變
!
し
た
﹂
と
い
う
淸
室
の
書
鯵
を
公
表
し
︑
復
辟
は
張
勳
の
一
存
に
よ
る
も

の
で
淸
室
は
無
關
係
と
い
う
=
張
を
 
め
た(93

)
︒
復
辟
事
件
後
︑
優
待
條
件
廢
止
の
=
張
も
あ
っ
た
が
︑
政
府
は
優
待
條
件
を
繼
續
さ
せ
關
係
者

の
處
罰
も
一
部
に
と
ど
め
た
︒
復
辟
に
同
z
し
た
步
軍
瓜
領
江

宗
は
解
任
さ
れ
た
一
方
︑
張
勳
に
Î
合
し
な
か
っ
た
治
格(94

)
と
禁
衞
軍
第
二
團

團
長
索
崇
仁(95

)
は
處
分
を
�
け
て
い
な
い
︒
復
辟
を
防
止
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
處
分
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
︑
治
格
は
八
(
に
蒙
藏
院
副
總

裁
に
任
じ
ら
れ
て
い
る(96

)
︒
一
九
一
七
年
八
(
以
影
︑
治
格
は
蒙
藏
院
副
總
裁
︑
護
軍
管
理
處
都
護
副
�
︑
古
物
陳
列
�
�
長
︑
鑲
紅
旗
蒙
古
都

瓜
の
四
つ
の
職
を
h
任
し
た
︒
安
¹
J
の
f
盛
�
は
治
格
の
政
治
�
地
位
は
安
泰
で
︑
淸
室
に
と
っ
て
も
政
治
�
に
は
相
對
�
に
安
定
し
て
い
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た
時
�
で
あ
っ
た
︒
一
九
一
八
年
一
〇
(
︑
安
¹
J
の
後
押
し
で
淸
室
と
關
係
の
深
い
徐
世
昌
が
大
總
瓜
に
就
任
し
た
︒
安
福
國
會
で
は
參
議

院
議
員
に
滿
洲
王
公
議
員
枠
が
二
つ
怨
設
さ
れ
︑
莊
親
王
溥
緖
︑
貝
勒
毓
Ï
が
參
議
院
議
員
と
な
り
︑
一
九
一
九
年
四
(
に
は
貝
勒
載
濤
が
鞏

威
將
軍
に
任
命
さ
れ
た
ほ
か(97

)
︑
載
濤
︑
毓
Ï
︑
內
務
府
大
臣
世
續
︑
耆
齡
ら
に
勳
違
が
}
け
ら
れ
て
い
る(98

)
︒
護
軍
管
理
處
の
紹
英
と
治
格
に
も

勳
違
が
}
與
さ
れ
て
い
る(99

)
︒
溥
儀
の
﹃
わ
が
¨
生
﹄
に
よ
る
と
︑
一
九
一
八
年
に
徐
世
昌
が
大
總
瓜
に
就
任
し
て
か
ら
は
︑
北
京
の
街
中
で
淸


の
袍
褂
や
旗
人
女
性
特
e
の
髮
形
・
兩
把
頭(100

)
が
液
行
し
︑
貴
族
の
ア
マ
チ
ュ
ア
京
劇
團
の
活
動
が
盛
ん
に
な
り
︑
紫
禁
城
を
訪
れ
る
人
々
も

增
え
て
い
た
と
い
い(101

)
︑
政
治
�
安
定
を
得
て
旗
人
社
會
で
は
淸

�
�
の
復
興
と
い
う
現
象
が
W
き
て
い
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
安
定
は
一
九
二

〇
年
七
(
の
安
直
戰
爭
で
動
搖
す
る
︒
安
¹
J
が
敗
北
し
=
>
人
物
に
Ò
捕
令
が
出
る
と
︑
治
格
に
も
Ò
捕
令
が
出
さ
れ
た
と
い
う
©
が
液
れ(102

)
︑

樣
々
な
醜
聞
が
報
?
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒

こ
の
ほ
ど
安
¹
J
が
失
敗
す
る
と
︑
治
格
は
淸
室
の
禁
軍

マ

マ

を
瓜
括
し
て
い
た
が
︑
奉
直
軍
が
Ò
捕
し
に
來
る
の
を
恐
れ
︑
磚
石
で
東
華
門

西
華
門
を
塞
い
で
し
ま
っ
た
︒
そ
の
た
め
武
英
殿
の
陳
列
�
は
い
ま
だ
に
入
場
¸
を
販
賣
せ
ず
︑
淸
�
館
の
人
員
も
今
に
至
る
ま
で
入
館

し
て
業
務
が
で
き
な
い
と
い
う
︒
こ
れ
も
ま
た
一
つ
の
笑
い
話
で
あ
る(103

)
︒

治
格
は
︑
九
(
初
に
は
蒙
藏
院
副
總
裁
を
免
職
さ
れ
る
と
報
?
さ
れ
た
が
︑
實
際
に
は
九
(
二
二
日
に
蒙
藏
院
副
總
裁
と
都
護
副
�
を
自
ら
辭

職
し(104

)
︑
さ
ら
に
古
物
陳
列
�
�
長
も
辭
し
て
い
る
︒
蒙
藏
院
副
總
裁
の
後
任
に
は
Ç
壽
が
任
命
さ
れ
た(105

)
︒
蒙
藏
院
に
關
し
て
は
Q
の
よ
う
に
報

?
さ
れ
て
い
る
︒

天
津
の
C
報
に
よ
る
と
︑
安
¹
J
の
議
員
李
某
︑
張
某
が
︑
安
福
俱
樂
部
の
橫
行
し
て
い
た
時
︑
某
總
裁
と
蒙
古
王
公
を
Ù
動
し
︑
蒙
旗

の
土
地
を
某
國
に
密
か
に
賣
り
三
千
五
百
萬
元
を
得
た
こ
と
は
︑
現
在
み
な
が
知
っ
て
い
る
︒
直
隸
省
議
會
は
質
問
を
提
出
す
る
と
い
う(106

)
︒

報
?
に
よ
る
と
治
格
と
思
わ
れ
る
蒙
藏
院
某
總
裁
が
︑
張
某
に
安
福
俱
樂
部
に
入
黨
す
る
よ
う
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
入
黨
し
︑
さ
ら
に
張
某
の

口
利
き
で
熱
河
の
旗
地
を
某
國
に
賣
り
渡
す
こ
と
に
同
<
し
︑
某
國
か
ら
金
錢
を
�
け
取
っ
た
と
い
う(107

)
︒
安
¹
J
の
失
脚
と
と
も
に
堰
出
し
た

醜
聞
か
ら
は
︑
安
¹
J
の
後
ろ
盾
を
失
っ
た
治
格
が
Ü
O
に
政
界
で
の
力
を
失
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
安
¹
J
を
後
ろ
盾
と
す
る
安
福
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國
會
も
停
止
し
舊
國
會
の
復
活
に
よ
り
滿
洲
王
公
議
員
は
議
席
を
失
っ
た
︒
安
¹
J
の
失
脚
後
︑
淸
室
は
中
央
政
界
に
;
出
し
た
奉
天
J
の
張

作
霖
と
關
係
を
深
め
る
が
︑
一
九
二
二
年
四
(
の
第
一
Q
奉
直
戰
爭
に
よ
っ
て
張
作
霖
は
敗
)
し
︑
さ
ら
に
大
總
瓜
徐
世
昌
も
)
陣
す
る
︒
そ

れ
で
も
Q
の
大
總
瓜
黎
元
洪
︑
曹
錕
も
淸
室
優
待
條
件
を
變
!
す
る
<
思
は
な
く
︑
淸
室
も
ま
た
直
隸
J
の
曹
錕
︑
吳
佩
孚
ら
と
良
好
な
關
係

を
築
こ
う
と
し
て
い
た
︒
淸
室
を
取
り
卷
く
'
境
が
一
變
す
る
の
は
一
九
二
四
年
九
(
の
第
二
Q
奉
直
戰
爭
に
端
を
發
し
た
一
〇
(
の
北
京
政

變
︑
一
一
(
の
淸
室
優
待
條
件
變
!
で
あ
っ
た
︒

一
九
二
〇
年
九
(
に
治
格
が
紫
禁
城
を
去
る
と
︑
都
護
副
�
の
後
任
に
は
步
軍
瓜
領
衙
門
參
議
の
薛
之
珩
が
任
じ
ら
れ
︑
九
(
二
五
日
に
紫

禁
城
に
着
任
し
溥
儀
の
召
見
を
�
け
た
︒
そ
の
樣
子
は
Q
の
よ
う
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
︒

提
署
參
議
で
怨
任
の
護
軍
管
理
處
都
護
副
�
薛
之
珩
は
二
十
五
日
の
午
�
八
時
に
淸
廷
に
赴
き
挨
拶
を
し
た
︒
淸
Y
は
特
別
に
養
心
殿
で

召
見
し
街
の
現
狀
に
つ
い
て
ß
ね
た
︒
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
薛
副
�
の
�
け
答
え
は
淸
Y
を
滿
足
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
︑
長
く
話
を
し

て
か
ら
)
出
し
た(108

)
︒

こ
の
日
︑
都
護
�
の
紹
英
も
薛
之
珩
と
面
會
し
︑﹁
人
柄
は
甚
だ
精
�
で
あ
る
﹂
と
好
印
象
を
日
記
に
記
し
て
い
る(109

)
︒
治
格
が
)
任
し
不
安
を

感
じ
て
い
た
紹
英
も
︑
薛
之
珩
の
態
度
が
淸
室
に
友
好
�
だ
っ
た
た
め
に
安
æ
し
た
こ
と
だ
ろ
う
︒
紹
英
は
一
九
一
五
年
二
(
か
ら
一
九
二
四

年
一
一
(
ま
で
一
貫
し
て
都
護
�
を
務
め
た
︒
都
護
副
�
は
︑
薛
之
珩
が
一
九
二
二
年
一
(
に
京
師
警
察
廳
總
監
に
衣
動
す
る
と
︑
警
察
廳
總

監
の
殷
鴻
壽
が
�
代
で
就
任
し
て
い
る(110

)
︒
五
(
に
殷
鴻
壽
が
死
去
す
る
と
趙
淩
雲

(一
九
二
二
年
五
(
～
一
一
(
)
︑
そ
の
後
は
端
緖
(一
九
二
二

年
一
一
(
～
一
九
二
四
年
四
(
)
︑
熙
鈺
(一
九
二
四
年
四
(
～
一
九
二
四
年
一
一
(
)
が
任
命
さ
れ
て
い
る(111

)
︒
殷
鴻
壽
は
一
九
二
〇
年
五
(
步
軍
瓜

領
衙
門
署
左
�
總
兵
︑
一
九
二
〇
年
七
(
京
師
警
察
廳
總
監
に
任
命
さ
れ
て
お
り(112

)
︑
溥
儀
の
�
生
日
や
端
午
w
の
淸
室
へ
の
覲
見
者
名
に
名
�

が
見
ら
れ
る(113

)
︒
趙
淩
雲
は
一
九
一
六
年
に
正
藍
旗
滿
洲
副
都
瓜
に
任
命
さ
れ
て
い
る(114

)
︒
端
緖
は
正
白
旗
滿
洲
旗
人
︑
端
方
の
弟
で
︑
民
國
�
は

泰
寧
鎭
總
兵
︑
鑲
藍
旗
蒙
古
都
瓜
な
ど
を
務
め
て
い
る(115

)
︒
熙
鈺
は
正
白
旗
蒙
古
旗
人
︑
一
九
一
二
年
七
(
靑
州
副
都
瓜
︑
一
九
一
三
年
に
は
第

一
�
國
會
衆
議
院
議
員
と
な
り
︑
一
九
二
三
年
二
(
將
軍
府
將
軍
︑
一
九
二
四
年
二
(
劼
威
將
軍
に
任
じ
ら
れ
て
い
る(116

)
︒
こ
の
よ
う
に
都
護
副

― 58 ―

638



�
は
治
格
以
影
も
步
軍
瓜
領
衙
門
や
︑
八
旗
副
都
瓜
︑
旗
人
な
ど
淸
室
と
�
い
關
係
に
あ
っ
た
人
物
が
任
命
さ
れ
て
い
る
︒

治
格
の
後
任
の
古
物
陳
列
�
�
長
に
は
︑
一
九
一
三
年
に
熱
河
の
�
物
2
3
を
し
た
內
務
部
の
楊
乃
賡
が
就
任
す
る
︒
楊
乃
賡
は
着
任
後
︑

古
物
陳
列
�
�
長
が
直
接
管
�
す
る
專
用
の
警
備
組
織
を
A
成
し
て
い
る(117

)
︒
こ
れ
は
︑
從
來
は
護
軍
管
理
處
都
護
副
�
と
古
物
陳
列
�
�
長
を

治
格
一
人
が
h
任
し
て
い
た
が
︑
薛
之
珩
と
楊
乃
賡
に
職
權
が
分
割
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
︒
古
物
陳
列
�
專
門
の
部
�
が
A
成
さ
れ
た
こ
と
で
︑

護
軍
管
理
處
と
古
物
陳
列
�
の
警
備
組
織
は
分
離
す
る
こ
と
に
な
る
が
︑
楊
乃
賡
が
怨
た
に
組
織
し
た
警
備
兵
も
護
軍
か
ら
E
拔
さ
れ
て
お
り
︑

依
然
と
し
て
兩
組
織
は
密
接
な
關
係
が
あ
っ
た(118

)
︒

治
格
は
失
脚
後
︑
專
ら
八
旗
都
瓜
を
務
め
︑
黎
元
洪
が
二
度
目
の
大
總
瓜
に
就
任
し
た
一
九
二
二
年
一
〇
(
に
は
紹
英
と
と
も
に
一
等
大
綬

嘉
禾
違
を
}
與
さ
れ
た(119

)
︒
紹
英
と
と
も
に
}
與
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
護
軍
改
革
に
盡
力
し
た
こ
と
を
再
_
價
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
同

年
一
一
(
に
は
溥
儀
の
大
婚
が
行
わ
れ
黎
元
洪
も
祝
<
を
表
し
て
お
り
︑
一
〇
(
の
勳
違
}
與
は
こ
れ
に
關
聯
す
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒

一
九
二
四
年
一
〇
(
の
北
京
政
變
で
大
總
瓜
曹
錕
が
監
禁
さ
れ
︑
北
京
を
占
領
し
た
馮
玉
祥
と
黃
郛
內
閣
が
一
一
(
五
日
淸
室
優
待
條
件
を

一
方
�
に
變
!
し
て
淸
室
に
卽
時
の
紫
禁
城
)
去
を
°
っ
た
︒
淸
室
優
待
條
件
の
變
!
は
︑
溥
儀
の
紫
禁
城
)
去
の
み
な
ら
ず
︑
旗
人
社
會
f

體
に
衝
擊
を
與
え
る
事
件
で
あ
り
︑
紫
禁
城
で
働
く
多
く
の
人
も
職
を
失
っ
た(120

)
︒
淸
代
以
來
の
北
京
の
治
安
維
持
機
關
で
淸
室
と
も
關
係
が
深

く
旗
人
も
多
く
ª
用
さ
れ
て
い
た
步
軍
瓜
領
衙
門
も
︑
優
待
條
件
變
!
と
同
時
に
解
散
さ
せ
ら
れ(121

)
︑
北
京
の
街
は
失
業
者
で
あ
ふ
れ
た(122

)
︒
ま
た

八
旗
の
旗
餉
も
一
九
二
四
年
以
影
は
完
f
に
停
止
し
︑
一
九
二
四
年
一
一
(
の
﹁
修
正
優
待
條
件
﹂
に
あ
る
貧
民
工
廠
を
円
設
し
旗
人
を
優
先

�
に
收
容
す
る
と
い
う
條
�
も
實
行
さ
れ
な
か
っ
た
︒
八
旗
は
北
京
政
府
が
滅
i
す
る
一
九
二
八
年
ま
で
存
續
す
る
が
︑
財
源
を
失
い
機
能
を

停
止
さ
せ
て
い
っ
た
︒
治
格
が
創
設
し
た
護
軍
管
理
處
は
優
待
條
件
變
!
直
後
に
廢
止
さ
れ(123

)
︑
護
軍
警
察
�
は
古
物
陳
列
�
の
專
屬
部
�
以
外

は
解
散
さ
せ
ら
れ
た
︒
�
鋒
護
軍
十
營
代
表
榮
安
等
は
︑
紫
禁
城
警
備
部
�
と
し
て
護
軍
警
察
再
円
を
嘆
願
す
る
が
︑
政
府
は
︑
護
軍
警
察
は

淸
室
の
警
察
事
務
を
執
行
す
る
た
め
も
の
で
現
在
は
必
>
な
い
︑
三
殿
の
警
備
は
別
に
守
衞
�
を
組
織
し
て
お
り
人
數
は
足
り
て
い
る
︑
財
政

が
ó
°
し
て
お
り
怨
た
に
專
門
の
部
�
を
J
K
す
る
必
>
は
な
い
と
し
て
却
下
し
た(124

)
︒
北
京
政
變
は
︑
旗
人
た
ち
に
と
っ
て
は
旗
人
社
會
の
切
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り
ç
て
で
あ
り
恐
怖
の
到
來
で
あ
っ
た
︒
一
般
の
旗
人
は
︑
富
裕
層
の
よ
う
に
租
界
に
»
難
す
る
こ
と
も
で
き
ず
︑
家
の
中
で
恐
怖
が
è
ぎ
去

る
の
を
待
っ
た
が
︑
生
計
手
段
を
失
い
經
濟
�
沒
落
は
一
段
と
深
刻
�
し
た
と
い
う(125

)
︒
北
京
政
變
以
�
は
北
京
で
は
旗
人
女
性
特
e
の
髮
形
で

あ
る
兩
把
頭
・
大
拉
翅
を
し
た
女
性
が
街
中
で
見
か
け
ら
れ
た
が
︑
北
京
政
變
を
境
に
x
を
{
し
た(126

)
︒
北
京
政
變
の
策
動
者
た
ち
は
︑
北
京
政

變
を
辛
亥
革
命
の
貫
園
と
位
置
附
け
て
お
り(127

)
︑
旗
人
た
ち
は
彼
ら
の
標
�
が
自
分
た
ち
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
︑
旗
人
と
し
て
の
表
象
を
隱
す
よ

う
に
な
っ
た
︒

北
京
政
變
後
︑
段
祺
瑞
が
臨
時
執
政
と
な
り
安
¹
J
が
復
權
す
る
と
治
格
も
政
界
に
復
歸
し
︑
一
九
二
五
年
五
(
に
臨
時
參
政
院
參
政
と
な

る(128
)

︒
だ
が
段
祺
瑞
は
一
九
二
六
年
に
政
權
を
失
い
臨
時
參
政
院
も
{
滅
す
る
︒
そ
の
後
治
格
は
︑
一
九
二
七
年
に
管
理
値
年
旗
に
任
命
さ
れ(129

)
︑

北
京
政
府
末
�
ま
で
八
旗
都
瓜
と
し
て
在
任
す
る
が
︑
以
影
の
{
息
は
不
�
で
あ
る
︒

六

お
わ
り
に

本
論
�
は
北
京
政
府
�
の
優
待
條
件
下
の
民
國
政
府
と
淸
室
の
閒
で
護
軍
管
理
處
と
古
物
陳
列
�
を
作
っ
た
治
格
を
�
じ
て
北
京
旗
人
社
會

を
描
い
た
︒
�
年
︑
古
物
陳
列
�
硏
究
は
;
展
し
た
が
︑
古
物
陳
列
�
を
理
解
す
る
に
は
護
軍
管
理
處
は
不
可
缺
で
あ
る
に
も
關
わ
ら
ず
︑
旣

存
硏
究
で
は
護
軍
管
理
處
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
觸
れ
ら
れ
て
い
な
い
︒
同
樣
に
︑
北
京
政
府
�
に
は
多
く
の
旗
人
が
政
界
で
活
�
し
て
い
る
が
︑

民
國
政
治
�
で
も
辛
亥
革
命
以
影
の
旗
人
・
滿
族
は
ほ
ぼ
拔
け
落
ち
て
い
る
︒
治
格
は
當
時
の
怨
聞
で
は
頻
出
の
人
物
で
あ
り
︑
北
京
で
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
た
は
ず
だ
が
︑
今
日
で
は
古
物
陳
列
�
初
代
�
長
の
ê
書
が
思
い
出
さ
れ
る
\
度
で
あ
る
︒
治
格
は
深
刻
�
す
る
八
旗
生
計
問

題
に
對
處
す
る
た
め
︑
淸
室
優
待
條
件
を
利
用
し
て
淸
室
の
警
備
︑
淸
室
�
物
の
一
般
公
開
︑
そ
こ
か
ら
發
生
す
る
旗
人
の
ª
用
確
保
と
い
う

三
つ
の
事
業
を
行
っ
た
︒
溥
儀
の
﹃
わ
が
¨
生
﹄
で
描
か
れ
る
紫
禁
城
の
な
か
の
淸

も
︑
治
格
が
作
っ
た
護
軍
管
理
處
と
い
う
淸
室
の
人
閒

が
淸
室
を
管
理
す
る
一
種
の
自
治
�
體
制
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
護
軍
管
理
處
は
北
京
政
變
と
淸
室
優
待
條
件

の
一
方
�
變
!
に
よ
っ
て
{
滅
さ
せ
ら
れ
︑
そ
こ
で
働
い
て
い
た
旗
人
た
ち
も
溥
儀
と
同
樣
に
紫
禁
城
か
ら
±
い
拂
わ
れ
︑
古
物
陳
列
�
だ
け
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が
一
九
四
八
年
ま
で
存
續
し
た
︒
本
論
�
で
は
治
格
と
い
う
人
物
の
經
歷
を
�
じ
て
︑
淸
室
優
待
條
件
下
の
淸
室
と
民
國
政
府
の
關
係
や
淸
室

と
民
國
の
中
閒
に
い
た
人
々
を
描
い
た
が
︑
優
待
條
件
變
!
以
影
や
一
九
二
八
年
の
八
旗
廢
止
以
影
の
旗
人
社
會
の
變
容
に
つ
い
て
は
今
後
の

課
題
と
し
た
い
︒

�(1
)

淸
末
の
硏
究
と
し
て
は
︑
Q
の
も
の
に
治
格
の
名
�
が
見
ら
れ
る
︒

李
�
ë
﹁
總
理
衙
門
�
F
譯
官
﹂﹃
歷
�
檔
案
﹄
二
〇
一
一
年
第
二

�
︒
陳
爲
﹁
京
師
同
�
館
&
物
館
考
略
﹂﹃
中
國
&
物
館
﹄
二
〇
一

四
年
第
三
�
︒
馬
一
﹁
晚
淸
p
外
公
�
群
體
硏
究

(一
八
七
五
～
一

九
一
一
)﹂
曁
南
大
學
二
〇
一
二
年
&
士
論
�
︒
陳
海
燕
﹁
同
�
館

外
語
人
才
培
養
困
境
與
破
解
î
徑
�
硏
究
﹂
北
京
外
國
語
大
學
二
〇

一
五
年
&
士
論
�
︒

(2
)

例
え
ば
︑
傅
連
仲
﹁
古
物
陳
列
�
與
故
宮
&
物
院
﹂
(﹃
中
國
�
�

�
產
﹄
二
〇
〇
五
年
第
四
�
)
で
も
治
格
の
名
�
が
擧
げ
ら
れ
る
が
︑

熱
河
都
瓜
h
古
物
陳
列
�
�
長
と
ð
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

(3
)

段
勇
﹁
古
物
陳
列
�
�
興
衰
�
其
歷
�
地
位
営
_
﹂﹃
故
宮
&
物

院
院
刊
﹄
二
〇
〇
四
年
第
五
�
︒
吳
十
洲
﹁
一
九
二
五
年
�
古
物
陳

列
�
�
屬
性
與
專
職
人
員
,
成
︱
︱
紀
念
古
物
陳
列
�
成
立
一
〇

〇
周
年
﹂﹃
故
宮
&
物
院
院
刊
﹄
二
〇
一
四
年
第
五
�
︒
王
.
﹁
古

物
陳
列
�
�
円
立
與
民
初
北
京
公
共
空
閒
�
開
闢
﹂﹃
東
南
�
�
﹄

二
〇
一
六
年
第
二
�
︒
李
揚
・
郭
嫻
嫻
﹁
民
初
古
物
陳
列
�
�
創
円

�
社
會
反
�
﹂﹃
經
濟
社
會
�
_
論
﹄
二
〇
一
七
年
第
一
�
︒
杭
春

曉
﹁
繪
畫
�
源
：
由
“
祕
藏
”
走
向
“
開
放
”
︱
︱
古
物
陳
列
�

�
成
立
與
民
國
初
�
中
國
畫
﹂﹃
�
藝
硏
究
﹄
二
〇
〇
五
年
第
一
二

�
︒
徐
婉
玲
﹁
古
物
陳
列
�
國
畫
硏
究
館
開
辦
始
末
﹂﹃
故
宮
&
物

院
院
刊
﹄
二
〇
一
四
年
第
五
�
︒
王
小
靑
﹁
古
物
陳
列
�
國
畫
硏
究

館
考
論
﹂
中
國
藝
0
硏
究
院
二
〇
一
四
年
修
士
論
�
︒

(4
)

季
劍
靑
﹁“
私
產
”
抑
或
“
國
寶
”
︱
︱
民
國
初
年
淸
室
古
物
�

處
置
與
保
存
﹂﹃
�
代
�
硏
究
﹄
二
〇
一
三
年
第
六
�
︒
吉
開
將
人

﹁
宣
瓜
十
六
年
の
淸
室
古
物
問
題

(一
)
故
宮
&
物
院
成
立
�
の
再

檢
討
﹂﹃
北
海
?
大
學
�
學
硏
究
科
紀
>
﹄
第
一
四
四
號
︑
二
〇
一

四
年
︒
吉
開
將
人
﹁
�
料
考
證
與
故
宮
以
�
古
物
陳
列
�
�
﹂︑
故

宮
&
物
院
故
宮
學
硏
究
�
A
﹃
古
物
陳
列
�
百
年
紀
念
學
0
硏
討
會

論
�
集
﹄
二
〇
一
四
年
︒
大
出
尙
子
﹃﹁
滿
洲
國
﹂
&
物
館
事
業
の

硏
究
﹄
ô
古
書
院
︑
二
〇
一
四
年
︒
大
出
尙
子
﹁﹃
滿
洲
國
﹄
以
�

の
瀋
陽
故
宮
と
古
物
陳
列
�
︱
︱
瀋
陽
故
宮
�
物
の
﹃
2
京
﹄
を
中

心
に
﹂﹃
�
境
﹄
第
七
三
號
︑
二
〇
一
七
年
︒

(5
)

張
碧
惠
﹁
中
華
民
國
に
お
け
る
﹃
故
宮
�
物
﹄
の
<
味
形
成
︱
︱

北
京
政
府
�
を
中
心
に
﹂﹃
中
國
硏
究
(
報
﹄
第
六
三
卷
第
一
二
號

(七
四
二
號
)︑
二
〇
〇
九
年
︒
張
碧
惠
﹁
南
京
國
民
政
府
�
に
お
け

る
�
物
保
護
政
策
︱
︱
『北
]
�
物
﹄
の
南
�
を
中
心
に
﹂﹃
Q
世
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代
ア
ジ
ア
論
集
︱
︱
早
稻
田
大
學
ア
ジ
ア
硏
究
機
,
﹁
Q
世
代
ア

ジ
ア
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹂
硏
究
成
果
報
吿
論
�
集
﹄
第
八
號
︑
二
〇
一
五

年
︒
家
永
眞
幸
﹁
淸
末
中
國
に
お
け
る
皇
室
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
&
物

館
�
﹂﹃
東
京
醫
科
齒
科
大
學
敎
養
部
硏
究
紀
>
﹄
第
四
四
號
︑
二

〇
一
四
年
︒
家
永
眞
幸
﹃
國
寶
の
政
治
�
︱
︱
｢中
國
﹂
の
故
宮
と

パ
ン
ダ
﹄
東
京
大
學
出
版
會
︑
二
〇
一
七
年
︒

(6
)

『順
天
時
報
﹄
は
一
九
〇
一
年
に
創
刊
さ
れ
た
北
京
で
�
も
古
い

日
刊
紙
で
︑
一
九
〇
五
年
以
影
は
日
本
の
外
務
省
か
ら
�
金
補
助
を

�
け
て
い
た
︒﹃
京
話
日
報
﹄
は
一
九
〇
四
年
八
(
に
江
蘇
籍
人
の

彭
�
仲
が
創
刊
し
た
北
京
で
�
も
古
い
中
國
人
經
營
の
日
刊
紙
で
あ

る
︒
一
九
〇
六
年
九
(
に
停
刊
︑
一
九
一
三
年
に
四
(
に
復
刊
︑
停

刊
し
︑
一
九
一
三
年
一
一
(
に
再
度
復
刊
し
一
九
二
三
年
ま
で
發
行

し
た
︒
淸
末
の
A
輯
と
し
て
宗
室
�
.
が
︑
民
國
�
の
=
筆
に
蒙
古

旗
人
吳
梓
箴
が
參
加
し
て
い
た
︒﹃
正
宗
愛
國
報
﹄
は
囘
民
丁
寶
臣

が
︑﹃
京
話
日
報
﹄
の
一
九
〇
六
年
の
停
刊
後
に
﹃
京
話
日
報
﹄
の

A
輯
�
.
を
=
筆
に
Î
え
て
一
九
〇
六
年
に
創
刊
し
た
︒﹃
群
强
報
﹄

は
︑
一
九
一
二
年
に
山
西
M
撫
陸
鍾
琦
の
子
で
浙
江
籍
人
の
陸
愼
齋

が
︑
端
方
の
子
が
創
刊
し
た
怨
聞
を
買
い
取
っ
て
經
營
し
た
怨
聞
で

あ
る
︒
職
員
に
は
烏
澤
聲
︑
宗
室
勳
銳
な
ど
旗
人
が
多
數
參
加
し
て

い
る

(﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
三
年
二
(
九
日
一
面
職
員
欄
よ
り
)︒

﹃
愛
國
白
話
報
﹄
は
一
九
一
三
年
創
刊
︑
社
長
は
馬
太
樸
︒
A
輯
王

冷
佛
は
內
務
府
旗
人
で
著
名
な
小
說
家
で
も
あ
る
︒
劉
大
先
﹁
淸
末

民
初
北
京
報
紙
與
京
旗
小
說
�
格
局
﹂﹃
滿
族
硏
究
﹄
二
〇
〇
八
年

第
二
�
︒

(7
)

樊
陰
南
A
﹃
當
代
中
國
名
人
錄
﹄
良
友
圖
書
印
刷
公
司
出
版
︑
一

九
三
一
年
︒
生
年
は
﹃
京
師
同
�
館
學
友
會
第
一
Q
報
吿
書
﹄

(京

華
印
書
局
︑
一
九
一
六
年
)
揭
載
の
﹁
京
師
︑
上
海
︑
廣
州
同
�
館

部
分
學
生
離
校
後
狀
況
一
覽
表
﹂
(朱
e
瓛
=
A
﹃
中
國
�
代
學
制

�
料
﹄
第
一
輯
上
册
︑
華
東
師
範
大
學
出
版
社
︑
一
九
八
三
年
︑
二

八
三
頁
)
か
ら
︒
同
表
に
は
作
成
年
が
な
い
が
︑
同
治
八
年
十
(
十

四
日

(一
八
六
九
年
一
一
(
一
七
日
)
生
ま
れ
の
周
自
齊
が
四
七
歲

と
な
っ
て
お
り
︑
一
九
一
五
年
時
點
の
各
人
の
數
え
年
齡
が
記
載
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
(周
が
滿
四
七
歲
に
な
る
の
は
一
九
一

六
年
一
一
(
で
あ
り
︑
そ
の
直
後
に
表
が
作
成
さ
れ
年
內
に
出
版
さ

れ
た
と
は
考
え
に
く
い
た
め
︑
滿
年
齡
の
可
能
性
は
低
い
)
治
格
は

四
八
歲
と
記
載
さ
れ
て
お
り
︑
數
え
年
齡
で
û
算
す
る
と
一
八
六
八

年
生
ま
れ
に
な
る
︒

(8
)

崇
彜
﹃
?
咸
以
來

野
雜
記
﹄
北
京
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
二
年
︑

九
七
頁
︒
同
書
の
逸
話
に
よ
る
と
︑
治
格
の
家
は
東
城
總
捕マ

マ

(布
)

胡
同
に
あ
り
︑
義
和
團
事
件
の
八
箇
國
聯
合
軍
北
京
占
領
で
は
ド
イ

ツ
の
管
�
地
區
に
な
っ
た
が
︑
ド
イ
ツ
語
の
で
き
る
治
格
は
ド
イ
ツ

と
�
涉
し
占
領
地
區
の
保
f
に
努
め
た
た
め
︑
東
單
一
帶
の
v
民
は

み
な
感
謝
し
た
と
い
う
︒

(9
)

5

(7
)
�
揭
﹃
中
國
�
代
學
制
�
料
﹄
第
一
輯
上
册
︑
五
八
︑

六
〇
︑
六
一
︑
六
五
︑
一
四
四
頁
︒

(10
)

丁
三
﹁
淸
末
醇
親
王
�
德
大
事
考
繫
﹂﹃
首
都
&
物
館
叢
刊
﹄
第

一
二
輯
︑
一
九
九
八
年
︒

(11
)

一
九
〇
五
年
設
立
︑
�
身
は
一
九
〇
二
年
設
立
の
工
M
總
局
︒
一

九
〇
六
年
の
官
制
改
革
以
影
は
民
政
部
�
屬
︒
李
自
典
﹁
�
代
京
師

警
察
職
業
群
體
略
論
(一
九
〇
一

−

一
九
二
七
年
)﹂﹃
歷
�
檔
案
﹄
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二
〇
一
〇
年
第
二
�
︒

(12
)

弘
谷
多
喜
夫
﹁
北
京
警
務
學
堂
と
川
島
浪
O
﹂﹃
國
立
敎
育
硏
究

�
紀
>
﹄
第
一
號
︑
一
九
八
八
年
︒
中
見
立
夫
﹁
川
島
浪
O
と
北
京

警
務
學
堂
・
高
等
M
警
學
堂
﹂﹃
�
き
に
在
り
て
﹄
第
三
九
號
︑
二

〇
〇
一
年
︒
蕭
Ï
・
施
峥
﹁
日
本
敎
¬
與
京
師
警
務
學
堂
﹂﹃
�
代

�
硏
究
﹄
二
〇
〇
四
年
第
五
�
︒
夏
敏
﹁
川
島
浪
O
與
晚
淸
警
政
円

設
﹂﹃
政
法
學
刊
﹄
二
〇
〇
七
年
第
一
�
︒

(13
)

｢條
陳
路
政
﹂﹃
京
話
日
報
﹄
一
九
〇
六
年
七
(
二
八
日
︒

(14
)

｢八
旗
人
等
上
袁
f
權
�
﹂﹃
臨
時
公
報
﹄
一
九
一
二
年
二
(
一
八

日
︒

(15
)

｢治
廳
丞
剪
髮
﹂﹃
正
宗
愛
國
報
﹄
一
九
一
二
年
二
(
二
七
日
︒

(16
)

｢k
放
心
罷
﹂﹃
正
宗
愛
國
報
﹄
一
九
一
二
年
五
(
二
日
︒

(17
)

『政
府
公
報
﹄
第
二
五
九
號
︑
一
九
一
三
年
一
(
二
五
日
︒﹁
!
動

警
務
人
員
﹂﹃
愛
國
白
話
報
﹄
一
九
一
三
年
九
(
一
二
日
︒

(18
)

｢e
內
務
總
長
之
�
者
﹂﹃
順
天
時
報
﹄
一
九
一
二
年
一
〇
(
八
日
︒

治
格
︑
榮
勳
は
と
も
に
警
察
界
の
旗
人
官
僚
と
し
て
名
聲
が
高
か
っ

た
︒
實
際
に
は
治
格
︑
榮
勳
と
も
に
內
務
部
總
長
に
は
な
っ
て
い
な

い
が
︑
榮
勳
は
內
務
部
Q
長
に
な
っ
て
い
る

(任
一
九
一
二
年
四
(

～
一
九
一
三
年
九
(
︒
一
九
一
四
年
五
(
～
一
九
一
六
年
六
(
)︒

錢
實
甫
A
著
︑
黃
淸
根
淸
理
﹃
北
洋
政
府
職
官
年
表
﹄
華
東
師
範
大

學
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
三
七

−

四
五
頁
︒

(19
)

｢淸
室
優
待
條
件
﹂
よ
り
﹁
滿
蒙
囘
藏
各
族
待
~
條
件
﹂
第
五
條
︒

(20
)

民
國
�
の
旗
餉
荏
給
狀
況
に
つ
い
て
は
︑
阿
部
由
美
子
﹁﹃
京
話

日
報
﹄
か
ら
見
る
中
華
民
國
北
京
政
府
時
�
の
北
京
旗
人
社
會
﹂

﹃
中
國
︱
︱
社
會
と
�
�
﹄
第
二
八
號
︑
二
〇
一
三
年
を
參
照
の
こ

と
︒

(21
)

王
宇
﹁“
齊
滿
人
之
心
志
︑
�
共
和
之
權
益
”
︱
︱
民
國
�
�
滿

族
同
;
會
�
其
權
利
訴
求
﹂﹃
中
國
邊
疆
民
族
硏
究
﹄
第
六
輯
︑
中

央
民
族
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
二
年
︒

(22
)

佟
佳
江
﹁
淸
代
八
旗
制
度
{
i
時
閒
怨
議
﹂﹃
民
族
硏
究
﹄
一
九

九
四
年
第
五
�
︒

(23
)

値
年
旗
の
制
度
は
乾
隆
年
閒
に
完
成
し
︑
八
旗
各
旗
の
滿
洲
︑
蒙

古
︑
漢
軍
の
三
つ
の
組
織
の
都
瓜
・
副
都
瓜
か
ら
一
名
︑
計
八
名
を

皇
Y
が
一
年
�
代
で
管
理
値
年
旗
事
務
大
臣
に
任
命
し
︑
旗
務
の
處

理
︑
聯
絡
の
責
任
を
�
わ
せ
た
︒
こ
の
制
度
は
民
國
�
も
繼
續
し
た
︒

郗
志
群
︑
徐
曉
倩
著
︑
阿
部
由
美
子
譯
﹁
八
旗
値
(
旗
・
値
年
旗
の

設
立
と
そ
の
機
能
﹂﹃
滿
族
�
硏
究
﹄
第
七
號
︑
二
〇
〇
八
年
︒

(24
)

｢臨
時
籌
備
處
規
s
﹂﹃
臨
時
公
報
﹄
一
九
一
二
年
二
(
二
二
日
︒

(25
)

｢內
務
部
�
k
特
設
籌
備
八
旗
生
計
處
希
卽
委
任
專
員
以
�
辦
理

�
竝
批
﹂﹃
政
府
公
報
﹄
第
八
五
號
︑
一
九
一
二
年
七
(
二
四
日
︒

(26
)

｢�
條
嚴
�
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
三
年
二
(
一
九
日
︒

(27
)

來
件
﹁
籌
辦
八
旗
生
計
處
�
�
大
總
瓜
書
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一

三
年
一
一
(
八
日
︒﹁
籌
辦
八
旗
生
計
處
籌
擬
辦
法
十
條
﹂﹃
群
强

報
﹄
一
九
一
三
年
一
一
(
八
日
～
一
一
日
︒

(28
)

劉
瀟
敏
・
李
嘉
﹁
隆
裕
太
后
I
世
�
社
會
反
應
営
略
﹂﹃
綿
陽
師

範
學
院
學
報
﹄
二
〇
〇
七
年
第
九
�
︒
馮
佳
﹁“
國
”
與
“
君
”

︱
︱
政
治
�
�
視
角
下
�
隆
裕
太
后
葬
禮
﹂﹃
中
國
農
業
大
學
學
報

(社
會
科
學
版
)﹄
二
〇
〇
九
年
第
三
�
︒

(29
)

｢共
和
紀
念
會
之
e
名
無
實
﹂﹃
順
天
時
報
﹄
一
九
一
三
年
一
〇
(

一
二
日
︒
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(30
)

民
國
の
記
念
日
に
つ
い
て
は
︑
小
野
寺
�
郞
﹃
國
旗
・
國
歌
・
國

慶
︱
︱
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
シ
ン
ボ
ル
の
中
國
�
代
�
﹄
(東
京
大

學
出
版
會
︑
二
〇
一
一
年
)
參
照
︒
ま
た
︑
中
華
民
國
大
總
瓜
就
任

儀
禮
に
つ
い
て
は
吉
澤
�
一
郞
氏
が
詳
細
に
分
析
し
て
お
り
︑
袁
世

凱
の
一
九
一
二
年
三
(
一
〇
日
の
臨
時
大
總
瓜
就
任
式
と
一
九
一
三

年
一
〇
(
一
〇
日
の
正
式
大
總
瓜
就
任
式
の
相
¡
點
︑
淸

と
の
聯

續
性
︑
非
聯
續
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
︒
吉
澤
氏
は
︑
大
總
瓜
就

任
式
典
を
一
〇
(
一
〇
日
と
す
る
こ
と
で
袁
世
凱
政
權
の
記
念
日
と

し
て
上
書
き
し
︑
民
國
の
政
權
と
し
て
の
聯
續
性
を
保
ち
つ
つ
︑
南

方
の
反
淸
革
命
の
歷
�
�
<
味
を
忘
却
さ
せ
る
效
果
を
持
っ
た
と
指

摘
し
て
い
る
︒
吉
澤
�
一
郞
﹁
中
華
民
國
初
�
に
お
け
る
大
總
瓜
就

任
式
典
﹂﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
第
七
六
卷
一
號
︑
二
〇
一
七
年
︒

(31
)

｢袁
總
瓜
就
任
禮
誌
盛
﹂﹃
順
天
時
報
﹄
一
九
一
三
年
一
〇
(
一
二

日
︒

(32
)

｢正
式
總
瓜
の
E
出
後
︑
國
慶
日
を
就
任
の
日
と
し
︑
內
務
部
よ

り
職
員
を
J
K
し
て
一
切
の
準
備
を
行
っ
た
︒
太
和
殿
を
就
任
式
の

禮
堂
と
し
︑
內
務
部
か
ら
J
K
し
た
準
備
人
員
は
武
英
殿
を
準
備
事

務
�
と
し
て
每
日
班
に
分
か
れ
て
仕
事
を
行
い
︑
治
格
君
が
一
切
を

取
り
仕
切
っ
た
⁝
﹂﹁
大
典
之
籌
備
﹂﹃
申
報
﹄
一
九
一
三
年
一
〇
(

一
〇
日
︒﹁
⁝
警
察
總
監
王
治
馨
�
び
今
囘
の
籌
辦
=
任
治
格
が
禮

堂
內
外
の
一
切
の
指
N
を
行
っ
た
﹂﹁
大
總
瓜
蒞
任
典
禮
續
誌
﹂﹃
申

報
﹄
一
九
一
三
年
一
〇
(
一
六
日
︒

(33
)

『政
府
公
報
﹄
第
五
一
四
號
︑
一
九
一
三
年
一
〇
(
九
日
︒
第
五

一
五
號
一
九
一
三
年
一
〇
(
一
〇
日
︒
第
五
一
九
號
一
九
一
三
年
一

〇
(
一
四
日
︒

(34
)

『政
府
公
報
﹄
第
七
一
二
號
︑
一
九
一
四
年
五
(
一
日
︒

(35
)

『政
府
公
報
﹄
第
一
二
九
七
號
︑
一
九
一
五
年
一
二
(
一
七
日
︒

(36
)

｢提
列
陳
設
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
五
年
一
二
(
一
二
日
︒

(37
)

『政
府
公
報
﹄
第
五
〇
三
號
︑
一
九
一
三
年
九
(
二
八
日
︒

(38
)

｢點
驗
護
軍
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
三
年
五
(
二
七
日
︒
な
お
︑
當

時
の
十
營
瓜
領
は
以
下
の
�
り
︒
鑲
紅
旗
護
軍
瓜
領
治
格
が
鑲
紅
旗

蒙
古
都
瓜
を
h
任
し
て
い
た
以
外
は
f
て
副
都
瓜
を
h
任
し
て
い
た
︒

左
�
�
鋒
瓜
領
�
齡

(正
黃
旗
蒙
古
副
都
瓜
)︑
右
�
�
鋒
瓜
領
兜

欽

(正
白
旗
滿
洲
副
都
瓜
)︑
鑲
黃
旗
護
軍
瓜
領
卓
凌
阿

(正
黃
旗

漢
軍
副
都
瓜
)︑
正
黃
旗
護
軍
瓜
領
常
山

(正
藍
旗
蒙
古
副
都
瓜
)︑

正
白
旗
護
軍
瓜
領
Ç
賚

(正
紅
旗
蒙
古
副
都
瓜
)︑
正
紅
旗
護
軍
瓜

領
占
鳳

(鑲
藍
旗
漢
軍
副
都
瓜
)︑
鑲
白
旗
護
軍
瓜
領
額
勒
春

(正

藍
旗
漢
軍
副
都
瓜
)︑
正
藍
旗
護
軍
瓜
領
敬
昌

(鑲
白
旗
滿
洲
副
都

瓜
)︑
鑲
藍
旗
護
軍
瓜
領
希
璋

(正
紅
旗
漢
軍
副
都
瓜
)︒﹁
兩
�
�

鋒
瓜
領
八
旗
護
軍
瓜
領
等
�
大
總
瓜
k
飭
部
按
�
開
放
養
廉
銀
兩
�

竝
批
﹂﹃
政
府
公
報
﹄
第
二
六
〇
號
︑
一
九
一
三
年
一
(
二
六
日
︒

(39
)

淸
代
の
紫
禁
城
警
衞
制
度
に
つ
い
て
は
︑
屈
春
海

(﹁
淸
紫
禁
城

禁
門
護
衞
制
度
営
略
﹂﹃
公
安
大
學
學
報
﹄
一
九
九
〇
年
第
六
�
)︑

秦
國
經

(﹁
淸
代
宮
廷
�
警
衞
制
度
﹂︑
淸
代
宮
�
硏
究
會
A
﹃
淸
代

宮
�
探
�
﹄
紫
禁
城
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
)
等
を
參
照
︒

(40
)

內
務
府
旗
人
の
取
り
�
い
に
つ
い
て
は
︑
財
政
部
は
當
初
︑
淸
室

優
待
費
か
ら
旗
餉
を
荏
給
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
︑
內
務
府
�
衣
旗
人

と
淸
室
は
そ
れ
に
反
對
し
た
︒
協
議
の
結
果
︑
�
衣
旗
人
の
う
ち
護

軍
︑
披
甲
な
ど
軍
事
性
質
の
職
種
に
つ
い
て
は
正
身
旗
人
と
同
樣
に

財
政
部
か
ら
旗
餉
を
荏
給
し
︑
匠
役
の
よ
う
に
淸
室
に
直
接
奉
仕
す
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る
職
種
や
寡
l
に
對
す
る
手
當
は
淸
室
が
優
待
費
か
ら
荏
給
す
る
こ

と
と
な
っ
た
︒﹁
共
和
旗
族
生
計
同
仁
會
代
表
張
�
凱
等
�
大
總
瓜

乞
飭
財
政
部
取
{
歸
Ê
三
旗
糧
餉
�
議
俾
八
旗
糧
餉
一
體
發
放
k
批

示
�
竝
批
﹂﹃
政
府
公
報
﹄
第
四
四
九
號
︑
一
九
一
三
年
八
(
五
日
︒

﹁
劃
分
餉
銀
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
三
年
一
〇
(
二
五
日
︒

(41
)

｢兩
�
�
鋒
瓜
領
八
旗
護
軍
瓜
領
秀
吉
等
�
大
總
瓜
k
飭
部
給
發

存
款
以
定
人
心
�
竝
批
﹂﹃
政
府
公
報
﹄
第
二
三
五
號
︑
一
九
一
二

年
一
二
(
二
二
日
︒

(42
)

一
九
〇
五
年
に
趙
秉
鈞
は
M
警
部
右
侍
郞
︑
朱
7
鈐
は
外
城
M
警

總
廳
廳
丞
で
︑
路
工
局
總
辦
だ
っ
た
治
格
の
上
司
に
當
た
る
︒
錢
實

甫
A
﹃
淸
代
職
官
年
表
﹄
第
四
册
︑
中
華
書
局
︑
一
九
八
〇
年
︑
三

〇
五
七
頁
︒
徐
友
春
=
A
﹃
民
國
人
物
大
辭
典
﹄
河
北
人
民
出
版
社
︑

一
九
九
一
年
︑
二
〇
〇
頁
︑
一
三
一
五
頁
︒

(43
)

報
?
に
よ
る
と
︑
袁
世
凱
の
死
後
︑
朱
7
鈐
は
失
脚
し
︑
Ò
捕
令

が
發
せ
ら
れ
天
津
に
	
れ
る
が
︑
そ
の
後
Ò
捕
令
が
取
り
{
さ
れ
北

京
に
戾
る
と
︑
北
京
の
治
格
の
家
に
滯
在
し
て
い
る
︒﹁
徐
東
海
與

朱
桂
莘
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
八
年
四
(
一
八
日
︒﹁
朱
桂
莘
到
京
﹂

﹃
申
報
﹄
一
九
一
八
年
四
(
一
九
日
︒

(44
)

｢內
務
部
�
改
組
護
軍
k
J
員
管
理
以
一
事
權
會
擬
辦
法
�
k
核

示
�
竝
批
令
﹂﹃
政
府
公
報
﹄
第
一
〇
〇
六
號
︑
一
九
一
五
年
二
(

二
六
日
︒﹁
十
營
管
理
治
鶴
卿
瓜
領
は
︑
警
衞
軍
を
改
A
し
三
中
�

と
し
�
伍
を
再
A
し
た
が
︑
經
費
が
不
足
し
た
た
め
︑
こ
の
ほ
ど
大

總
瓜
と
面
談
し
︑
經
費
を
>
k
し
た
︒
す
で
に
了
承
を
得
て
︑
每
(

五
千
兩
の
補
助
を
�
け
る
こ
と
に
な
っ
た
﹂
(﹁
補
助
經
費
﹂﹃
群
强

報
﹄
一
九
一
四
年
一
(
四
日
)︒

(45
)

｢z
取
M
官
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
三
年
一
〇
(
二
五
日
︒﹁
添
設

警
察
�
堂
﹂﹃
愛
國
白
話
報
﹄
一
九
一
三
年
一
一
(
八
日
︒

(46
)

｢內
廷
値
班
護
軍
を
皇
室
警
査
に
改
A
す
る
と
い
う
の
は
︑
十
營

に
は
早
く
か
ら
そ
の
<
思
が
あ
っ
た
が
︑
�
金
が
な
く
︑
兵
員
の
�

減
︑
給
料
減
額
を

う
た
め
︑
f
體
の
兵
丁
が
反
對
し
︑
中
止
に

な
っ
て
い
た
︒
治
鶴
卿
は
現
在
瓜
領
に
任
じ
ら
れ
︑
皇
室
警
査
に
改

A
す
る
た
め
二
十
七
日
に
參
領
松
佑
亭
等
を
J
K
し
本
旗
の
護
軍
を

點
檢
し
︑
警
査
に
改
A
す
る
手
續
き
を
し
た
﹂
(﹁
將
立
警
査
﹂﹃
群

强
報
﹄
一
九
一
三
年
八
(
一
日
)︒﹁
十
七
日
に
治
鶴
卿
都
護
は
各
營

の
將
領
を
集
め
て
武
英
殿
で
會
議
し
︑
各
營
の
定
員
を
參
領
と
委
護

軍
參
領
の
十
分
の
四
と
し
︑
空
花
翎
と
護
軍
校
を
十
分
の
六
と
し
︑

怨
班
の
兵
丁
三
千
六
百
名
の
中
か
ら
十
九
日
に
千
人
を
E
拔
し
て
皇

室
警
察
に
改
め
た
︒
來
(
一
日
か
ら
正
式
に
訓
練
を
行
い
�
限
ま
で

に
營
と
す
る
﹂
(﹁
十
營
會
議
﹂﹃
愛
國
白
話
報
﹄
一
九
一
三
年
一
〇

(
二
〇
日
)︒

(47
)

護
軍
一
份
子
榮
禧
來
稿
﹁
猛
醒
歌
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
三
年
一

一
(
一
九
～
二
一
日
︒

(48
)

占
鳳

(一
八
八
〇
～
一
九
二
一
)
愛
怨
覺
羅
氏
︒
豫
親
王
多
鐸
の

子
孫
︒
�
淵
閣
大
學
士
崑
岡
の
子
︒
宗
�
A
纂
處
A
﹃
愛
怨
覺
羅
宗

�
﹄
丙
四
︑
學
苑
出
版
社
︑
一
九
九
八
年
︑
六
一
六
八
頁
︒

(49
)

｢正
紅
旗
護
軍
瓜
領
占
鳳
�
事
︑
權
不
屬
難
�
責
成
據
實
陳
�
以

免
將
來
貽
悞
k
訓
示
由
﹂﹃
政
府
公
報
﹄
第
八
八
三
號
︑
一
九
一
四

年
一
〇
(
二
〇
日
︒

(50
)

『政
府
公
報
﹄
第
一
〇
〇
四
號
︑
一
九
一
五
年
二
(
二
四
日
︒

(51
)

『政
府
公
報
﹄
第
一
〇
〇
六
號
︑
一
九
一
五
年
二
(
二
六
日
︒
報
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?
に
よ
る
と
治
格
の
命
令
で
警
察
違
\
の
作
成
を
實
際
に
行
っ
た
の

は
¤
祿

(字
は
輔
臣
)
と
景
繼

(字
は
介
卿
)
と
い
う
二
人
の
旗
人

で
あ
る
︒
(﹁
A
纂
警
違
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
五
年
二
(
二
日
)︒
¤

祿
は
正
白
旗
護
軍
參
領
︑
護
軍
警
察
�
が
成
立
し
て
か
ら
は
總
�
官

を
務
め
る
︒
一
九
二
三
年
四
(
四
等
嘉
禾
違
を
}
與
さ
れ
て
い
る

(﹃
政
府
公
報
﹄
第
二
五
四
三
號
︑
一
九
二
三
年
四
(
一
一
日
)︒
景

繼
は
古
物
陳
列
�
陳
設
科
員
h
護
軍
管
理
處
庶
務
股
長
︒
京
師
同
�

館
ド
イ
ツ
語
專
攻
で
治
格
の
後
輩
で
あ
る

(5
(7
)
�
揭
﹃
中
國

�
代
學
制
�
料
﹄
第
一
輯
上
册
︑
六
一
頁
︑
二
九
六
頁
︒﹁
J
定
股

長
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
五
年
三
(
二
二
日
︒﹃
政
府
公
報
﹄
一
九
一

五
年
一
一
(
一
九
日
)︒

(52
)

紫
禁
城
外
の
搜
査
の
例
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
︒﹁
內
廷
警

察
護
軍
�
が
西
華
門
內
で
磁
器
庫
の
官
磁
を
盜
ん
だ
犯
人
徐
大
升
︑

張
Ç
臣
の
二
名
を
捕
ら
え
︑
司
法
科
に
3
り
ß
問
し
て
い
る
と
い
う

事
件
に
つ
い
て
︑
本
誌
は
昨
日
報
?
し
た
︒
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
︑

犯
人
は
磁
器
庫
に
何
度
も
竊
盜
に
入
り
︑
東
四
�
樓
の
萬
古
齋
骨
董

屋
に
賣
っ
て
い
た
と
供
営
し
た
︒
十
六
日
四
時
に
管
理
處
の
紹
英
都

護
は
警
察
の
�
長
兵
士
ら
に
命
じ
て
︑
犯
人
を
連
れ
て
萬
古
齋
骨
董

店
に
赴
き
︑
官
磁
四
百
十
餘
件
を
押
收
し
︑
店
を
封
�
し
︑
鋪
長
の

王
某
を
司
法
科
に
連
れ
て
ゆ
き
ß
問
し
た
﹂
(﹁
續
誌
盜
庫
﹂﹃
群
强

報
﹄
一
九
一
五
年
七
(
一
日
)︒

(53
)

紹
英

(一
八
六
一
～
一
九
二
五
)︑
鑲
黃
旗
滿
洲
旗
人
︑
馬
佳
氏
︑

字
は
樾
千
︑
越
千
︒
淸
末
に
商
部
右
丞
︑
實
業
學
堂
監
督
︑
度
荏
部

左
侍
郞
等
を
務
め
る
︒
一
九
〇
五
年
考
察
政
治
大
臣
の
一
人
と
し
て

E
ば
れ
る
が
革
命
J
の
爆
彈
テ
ロ
に
�
い
�
傷
し
�
代
す
る
︒
一
九

一
一
年
の
袁
世
凱
內
閣
で
は
署
度
荏
部
大
臣
︒
一
九
一
二
年
以
影
は

內
務
府
大
臣
と
し
て
︑
=
席
の
內
務
府
大
臣
世
續
ら
と
と
も
に
淸
室

の
2
營
に
當
た
っ
た
︒
劉
小
�
﹁
�
言
﹂︑
紹
英
﹃
紹
英
日
記
﹄
國

家
圖
書
館
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
年
︑
一
～
一
〇
頁
︒

(54
)

『政
府
公
報
﹄
第
一
〇
〇
四
號
︑
一
九
一
五
年
二
(
二
四
日
︒

(55
)

『政
府
公
報
﹄
第
五
八
七
號
︑
一
九
一
三
年
一
二
(
二
一
日
︒﹁
十

營
辦
理
�
代
﹂﹃
愛
國
白
話
報
﹄
一
九
一
三
年
一
二
(
二
五
日
︒

(56
)

『政
府
公
報
﹄
第
一
〇
三
二
號
︑
一
九
一
五
年
三
(
二
四
日
︒

(57
)

禁
衞
軍
は
淸
末
に
旗
兵
を
中
心
に
A
成
さ
れ
た
�
代
軍
で
あ
る
︒

當
初
は
載
濤
︑
毓
Ï
な
ど
皇
族
が
管
�
し
て
い
た
が
︑
辛
亥
革
命
の

勃
發
後
馮
國
璋
の
管
�
と
な
り
︑
民
國
以
影
も
馮
國
璋
の
軍
�
と
し

て
馮
の
江
蘇
都
督
就
任
に
從
い
南
京
に
p
屯
し
た
︒
淸
室
と
の
關
係

は
民
國
以
影
も
繼
續
し
︑
一
部
の
部
�
が
紫
禁
城
や
陵
墓
な
ど
淸
室

の
重
>
地
域
を
守
衞
し
て
い
る
︒
紫
禁
城
に
は
一
五
〇
〇
人
が
�
置

さ
れ
︑
=
に
神
武
門
方
面
を
擔
當
し
た

(﹁
北
京
禁
衞
軍
數
紀
實
﹂

﹃
北
京
日
報
﹄
一
九
一
七
年
七
(
二
三
日
))︒

(58
)

｢警
兵
蠻
橫
﹂﹃
京
話
日
報
﹄
一
九
一
八
年
八
(
二
四
日
︒

(59
)

恨
吾
來
稿
︑
演
說
﹁
爲
旗
族
呼
籲
﹂﹃
白
話
國
强
報
﹄
一
九
一
九

年
八
(
三
～
四
日
︒

(60
)

5
(3
)
�
揭
段
勇
論
�
︒

(61
)

｢再
誌
減
價
﹂﹃
京
話
日
報
﹄
一
九
一
八
年
七
(
八
日
︒

(62
)

｢陳
列
售
票
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
四
年
九
(
一
二
日
︒﹁
陳
列
減

價
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
六
年
一
(
三
〇
日
︒

(63
)

®
子
安
投
稿
︑
演
說
﹁
生
活
\
度
與
能
力
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一

九
年
四
(
一
六
日
︒
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(64
)

｢舊
曆
怨
年
の
Ã
り
つ
け
を
す
る
︒
淸
廷
十
營
管
理
處
治
瓜
領
は
︑

舊
曆
怨
年
が
�
い
の
で
︑
正
(
元
旦
か
ら
一
�
閒
︑
古
物
陳
列
�
の

入
場
料
を
¨
額

(六
角
五
)
と
す
る
︒
ま
た
︑
熱
河
»
暑
山
莊
か
ら

2
3
し
︑
ま
だ
陳
列
し
て
い
な
か
っ
た
古
物
を
衞
生
�
に
命
じ
て
陳

列
�
に
展
示
し
︑
參
觀
者
の
�
覽
に
供
し
︑
怨
年
に
�
を
添
え
た
﹂

(﹁
點
綴
舊
歲
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
五
年
一
(
二
六
日
)︒

(65
)

｢內
廷
古
物
陳
列
�
�
長
治
鶴
卿
は
十
三
日
か
ら
一
�
閒
入
場
¸

を
¨
額
に
し
︑
�
閒
中
は
參
觀
者
で
必
ず
混
雜
し
不
法
の
徒
が
騷
ぎ

を
W
こ
す
恐
れ
が
あ
る
た
め
︑
昨
日
護
軍
警
察
�
分
長
德
海
ら
を
J

K
し
十
三
日
か
ら
四
十
名
�
代
で
陳
列
�
の
場
內
整
備
を
行
う
﹂

(﹁
彈
壓
陳
列
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
五
年
六
(
一
三
日
)︒﹁
淸
室
の

世
太
傅

(世
續
)
は
舊
曆
十
三
日
か
ら
十
五
日
に
古
物
陳
列
�
の
入

場
¸
が
値
下
げ
さ
れ
︑
當
日
は
參
觀
者
が
必
ず
や
多
く
な
り
︑
?
が

わ
か
ら
な
い
者
が
ð
っ
て
內
廷
に
入
ら
な
い
よ
う
に
︑
昨
日
景
2
門

に
値
班
す
る
司
鑰
長
に
︑
當
日
は
怨
左
門
︑
怨
右
門
を
臨
時
に
閉
�

し
︑
愼
重
を
�
す
よ
う
に
命
じ
た
﹂
(﹁
愼
重
門
禁
﹂﹃
群
强
報
﹄
一

九
一
六
年
二
(
一
二
日
)︒

(66
)

5
(3
)
�
揭
吳
十
洲
論
�
︒

(67
)

｢古
玩
費
未
能
淸
�
﹂﹃
北
京
日
報
﹄
一
九
一
七
年
三
(
二
九
日
︒

(68
)

｢熊
希
齡
借
用
行
宮
﹂﹃
正
宗
愛
國
報
﹄
一
九
一
三
年
四
(
二
三
日
︒

(69
)

｢玩
器
2
京
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
三
年
八
(
二
八
日
︒

(70
)

｢搬
2
熱
河
陳
設
﹂﹃
愛
國
白
話
報
﹄
一
九
一
三
年
一
一
(
一
九
日
︒

﹁
熱
河
陳
設
2
京
﹂﹃
愛
國
白
話
報
﹄
一
九
一
三
年
一
一
(
二
〇
日
︒

(71
)

｢古
物
陳
列
�
違
\
﹂﹃
政
府
公
報
﹄
第
五
九
五
號
︑
一
九
一
三
年

一
二
(
二
九
日
︒

(72
)

｢
怨
式
大
樓
開
工
﹂﹃
愛
國
白
話
報
﹄
一
九
一
四
年
三
(
七
日
︒

(73
)

｢十
營
管
理
處
總
務
科
科
長
吉
祥
は
︑
熱
河
・
奉
天
等
の
宮
殿
の

裝
Ã
品
が
す
で
に
f
て
北
京
に
2
ば
れ
︑
武
英
殿
古
物
陳
列
�
が
閒

も
な
く
開
場
し
︑
內
廷
の
警
備
に
人
が
必
>
に
な
る
た
め
︑
百
二
十

人
を
E
拔
し
て
第
四
�
を
A
成
し
︑
專
ら
陳
列
�
を
警
備
さ
せ
る
こ

と
に
し
た
︒
ま
た
燈
庫
の
場
�
を
修
理
し
て
�
の
兵
舍
と
す
る
こ
と

と
し
た
︒
す
で
に
治
格
︑
紹
英
兩
都
護
に
報
吿
し
許
可
を
願
っ
て
い

る
と
い
う
﹂
(﹁
添
A
警
衞
兵
�
﹂﹃
愛
國
白
話
報
﹄
一
九
一
四
年
三

(
三
一
日
)︒

(74
)

｢保
護
陳
列
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
四
年
八
(
二
七
日
︒

(75
)

｢設
立
衞
生
兵
�
﹂﹃
愛
國
白
話
報
﹄
一
九
一
三
年
一
一
(
一
五
日
︒

﹁
內
廷
栽
樹
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
五
年
四
(
一
九
日
︒﹁
古
佛
陳
列
﹂

﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
四
年
九
(
二
四
日
︒

(76
)

｢總
長
賞
兵
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
四
年
八
(
五
日
︒

(77
)

｢陳
列
�
の
警
備
强
�
︒
十
營
管
理
處
の
治
鶴
卿
瓜
領
は
︑
內
廷

古
物
陳
列
�
が
入
場
¸
發
賣
開
始
以
來
︑
參
觀
者
が
日
ご
と
に
多
く

な
っ
た
た
め
︑
ス
リ
が
入
場
¸
を
持
っ
て
À
入
し
參
觀
者
の
物
を
盜

む
の
を
恐
れ
︑
警
衞
軍
排
長
福
志
︑
國
俊
等
十
八
員
を
二
班
に
分
け

て
︑
每
日
陳
列
�
の
內
外
で
警
戒
さ
せ
︑
竊
盜
が
W
き
な
い
よ
う
に

備
え
て
い
る
﹂
(﹁
稽
査
陳
列
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
四
年
一
〇
(
二

二
日
)︒

(78
)

｢擬
闢
商
場
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
四
年
一
〇
(
二
二
日
︒﹁

Á

開
放
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
四
年
一
〇
(
二
八
日
︒

(79
)

｢內
廷
護
軍
の
差
K
�
副
目
雙
安
は
︑
武
英
殿
古
物
陳
列
�
の
入

場
¸
販
賣
で
不
正
を
し
た
た
め
︑
昨
日
護
軍
管
理
處
の
治
都
護
が
z
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査
し
雙
安
の
副
目
を
革
職
し
︑
戒
め
と
し
た
﹂
(﹁
斥
革
副
目
﹂︑﹃
群

强
報
﹄
一
九
一
六
年
九
(
四
日
)︒

(80
)

｢國
務
總
理
段
祺
瑞
爲
�
k
事
﹂︑
R
．F
．ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
著
︑
中

山
理
譯
︑
渡
部
昇
一
監
修
﹃
完
譯
紫
禁
城
の
黃
昏
﹄
祥
傳
社
︑
二
〇

〇
五
年
︑
一
四
四
～
一
四
五
頁
︒

(81
)

｢大
總
瓜
指
令
﹂﹃
政
府
公
報
﹄
第
二
五
〇
號
︑
一
九
一
六
年
九
(

一
四
日
︒

(82
)

｢熱
河
»
暑
山
莊
宮
殿
の
裝
Ã
品
一
千
五
百
餘
箱
は
︑
熱
河
都
瓜

姜
桂
題
が
人
を
J
K
し
て
移
3
さ
せ
た
︒
護
軍
管
理
處
の
治
瓜
領
は

聯
日
�
華
殿
で
箱
を
開
け
て
點
檢
し
て
い
る
︒
そ
の
中
に
は
金
銀
の

供
物
や
祭
祀
用
品
四
十
一
箱
が
あ
っ
た
︒
治
瓜
領
は
︑
そ
れ
ら
は
陳

列
に
�
し
て
い
な
い
た
め
︑
皇
室
の
內
務
府
大
臣
世
續
太
保
に
報
吿

し
︑
衞
生
�
の
兵
丁
を
J
K
し
︑
先
日
內
務
府
の
倉
庫
に
入
れ
て
保

存
し
た
﹂
(﹁
保
存
祭
品
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
四
年
一
一
(
二
一
日
)︒

(83
)

溥
儀
が
側
�
の
胡
嗣
瑗
に
宛
て
た
書
鯵
に
よ
る
と
︑
故
宮
&
物
院

が
壽
皇
殿
の
歷
代
皇
Y
の
�
宴
畫

(�
容
)
を
接
收
し
よ
う
と
し
た

た
め
︑
抵
抗
す
る
淸
室
側
と
衝
突
し
淸
室
側
の
人
物
が
�
傷
し
て
液

血
し
た
が
︑
故
宮
&
物
院
側
は
大
人
數
を
引
き
連
れ
て
﹁
極
め
て
野

蠻
な
手
段
で
�
容
二
十
餘
件
を
奪
っ
て
い
っ
た
﹂
と
営
べ
て
い
る
︒

﹁
溥
儀
就
&
物
院
J
人
接
收
壽
皇
殿
事
>
胡
嗣
瑗
登
報
以
求
國
公
�

諭
一
件
﹂
(民
國
�
件
日
僞
四
)
中
國
社
會
科
學
院
�
代
�
硏
究
�

藏
︒
書
か
れ
た
年
代
は
不
�
だ
が
︑
溥
儀
は
天
津
に
い
る
た
め
一
九

二
五
年
以
影
で
あ
る
︒

(84
)

｢古
物
陳
列
�
寶
蘊
樓
に
は
高
宗

(乾
隆
Y
)
の
御
�
一
箱
が
あ

り
︑
そ
の
中
に
は
珠
冠
︑

�
︑
金
甲
︑
珍
珠
掛
︑
血
戰
袍
等
の
物

が
あ
る
︒
昨
日
�
長
治
鶴
卿
は
衞
生
�
に
命
じ
て
そ
れ
を
內
務
府
に

2
ん
で
保
存
し
た
﹂
(﹁
保
存
御
�
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
六
年
一
二

(
一
九
日
)︒
貴
重
な
品
を
愼
重
に
保
管
す
る
た
め
と
し
て
淸
室
の

內
庫
に
移
動
さ
せ
た
と
い
う
報
?
は
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
る

(﹁
珍
重
寶
刀
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
七
年
三
(
一
二
日
︒﹁
收
囘
寶

珠
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
七
年
三
(
一
七
日
)︒

(85
)

｢內
務
總
長
田
�
烈
�
大
總
瓜
k
J
員
A
輯
古
物
淸
册
以
�
保
存

�
﹂﹃
政
府
公
報
﹄
第
一
四
八
四
號
︑
一
九
二
〇
年
四
(
一
日
︒

(86
)

5
(3
)
�
揭
吳
十
洲
論
�
︒
た
だ
し
吳
は
民
國
政
府
が
留
用
し

た
淸

舊
臣
︑
淸
室
內
務
府
の
人
員
な
ど
と
鯵
單
に
分
類
し
て
紹
介

し
て
い
る
が
︑
そ
の
經
歷
を
ほ
と
ん
ど
�
ら
か
に
し
て
い
な
い
︒

(87
)

5
(85
)
に
同
じ
︒

(88
)

｢J
定
股
長
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
五
年
三
(
二
二
日
︒

(89
)

5
(59
)
に
同
じ
︒

(90
)

｢淸
室
の
紹
樾
千

(紹
英
)︑
治
鶴
卿

(治
格
)
兩
都
護
は
︑
陰
曆

十
五
日
に
內
廷
傳
心
殿
で
管
理
處
の
總
務
科
︑
司
法
科
︑
古
物
陳
列

�
の
庶
務
科
︑
陳
設
科
の
人
員
と
護
軍
警
察
�
總
�
官
︑
副
�
官
︑

�
長
︑
分
�
長
等
を
召
集
し
て
團
拜
を
行
い
︑
共
に
怨
年
の
酒
を
飮

み
︑
一
日
宴
會
を
樂
し
ん
だ
﹂
(﹁
堂
司
團
拜
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一

八
年
二
(
二
四
日
)︒

(91
)

劉
源
隆
﹁
劉
承
琮
：
我
�
經
歷
�
故
宮
古
�
物
南
�
﹂︑
'
球
網

二
〇
一
二
年
一
〇
(
一
二
日
︑﹁
藝
0
中
國
﹂
揭
載

(http
://art.

china.cn/voice/2012-10/12/content_5398250.htm
)︒
劉
源

隆
﹁
劉
承
琮
：
我
�
經
歷
�
古
物
南
�
﹂﹃
小
康
﹄
二
八
�
︑
二
〇

一
七
年
︒
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(92
)

阿
部
由
美
子
﹁
張
勳
復
辟
と
滿
蒙
王
公
の
反
應
﹂﹃
滿
族
�
硏
究
﹄

第
六
號
︑
二
〇
〇
七
年
︒

(93
)

『政
府
公
報
﹄
第
五
三
九
號
︑
一
九
一
七
年
七
(
一
七
日
︒

(94
)

復
辟
時
の
治
格
に
つ
い
て
︑
治
格
が
張
勳
の
定
武
軍
と
衝
突
し
た
︑

殺
I
さ
れ
た
な
ど
の
©
が
報
じ
ら
れ
て
い
た
︒
(﹁
各
處
謠
言
一
束
﹂

﹃
群
强
報
﹄
一
九
一
七
年
七
(
九
日
)﹃
?
咸
以
來

野
雜
記
﹄
(5

(8
)
�
揭
︑
九
七
頁
)
に
よ
る
と
︑
張
勳
は
治
格
を
×
っ
て
お
り
︑

傳
薪マ

マ

(心
)
殿
に
あ
っ
た
護
軍
管
理
處
を
移
轉
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
︑

張
勳
が
�
涉
中
に
治
格
の
軍
�
を
打
ち
落
と
し
軍
�
を
破
い
て
侮
辱

し
た
た
め
︑
こ
れ
が
外
部
に
張
勳
が
拔
刀
し
て
治
格
を
斬
っ
た
と
傳

わ
っ
た
と
い
う
︒

(95
)

索
崇
仁

(旗
人
︑
原
名
崇
林
)
は
共
和
軍
と
張
勳
軍
の
雙
方
に
協

力
し
な
い
中
立
の
x
勢
を
示
し
︑
禁
衞
軍
と
護
軍
警
察
�
は
紫
禁
城

に
籠
っ
て
淸
室
の
防
衞
に
專
念
し
た
と
い
う
︒﹁
淸
廷
�
狀
﹂﹃
群
强

報
﹄
一
九
一
七
年
七
(
一
四
日
︒﹁
預
防
ð
會
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
一

七
年
七
(
一
六
日
︒

(96
)

『政
府
公
報
﹄
第
五
五
四
號
︑
一
九
一
七
年
八
(
一
日
︒

(97
)

『政
府
公
報
﹄
第
一
一
四
四
號
︑
一
九
一
九
年
四
(
一
二
日
︒

(98
)

載
濤
に
一
等
大
綬
寶
光
嘉
禾
違
︑
毓
Ï
に
二
等
大
綬
寶
光
嘉
禾
違
︑

世
續
に
一
等
大
綬
寶
光
嘉
禾
違
︑
耆
齡
に
二
等
寶
光
嘉
禾
違
︒﹃
政

府
公
報
﹄
第
一
二
七
三
號
︑
一
九
一
九
年
八
(
二
二
日
︒
第
一
二
九

七
號
︑
九
(
一
五
日
︒
第
一
三
二
二
號
︑
一
〇
(
一
二
日
︒
第
一
三

三
〇
號
︑
一
〇
(
二
〇
日
︒

(99
)

一
九
一
八
年
一
〇
(
治
格
に
二
等
大
綬
寶
光
嘉
禾
違
︑
紹
英
に
二

等
�
虎
違
︒
一
九
一
九
年
一
〇
(
紹
英
︑
治
格
に
一
等
大
綬
嘉
禾
違
︒

﹃
政
府
公
報
﹄
第
九
八
七
號
︑
一
九
一
八
年
一
〇
(
二
六
日
︒
第
一

三
二
二
號
︑
一
九
一
九
年
一
〇
(
一
二
日
︒

(100
)

旗
人
女
性
は
髮
を
頭
頂
部
で
結
い
︑
漢
人
女
性
は
後
頭
部
で
結
っ

た
︒
兩
把
頭
は
頭
頂
部
で
髮
を
笄

(6
方
)
に
卷
き
附
け
て
兩
側
に

張
り
出
さ
せ
た
も
の
を
い
う
︒
淸
末
の
兩
把
頭
は
大
型
�
し
︑
地
毛

に
代
わ
っ
て
黑
い
布
制
の
か
つ
ら
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
特
に

大
型
の
も
の
を
大
拉
翅
と
呼
ぶ
︒
姜
珊
﹁
淺
析
滿
族
女
子
髮
式
演

變
﹂﹃
金
田
﹄
二
〇
一
三
年
第
三
�
︒

(101
)

愛
怨
覺
羅
溥
儀
﹃
我
�
�
¨
生
﹄
f
本
︑
群
衆
出
版
社
︑
二
〇
〇

七
年
︑
八
〇
頁
︒

(102
)

｢治
格
が
Ò
捕
さ
れ
た
と
い
う
の
は
確
か
で
は
な
い
︒
蒙
藏
院
副

總
裁
︑
淸
室
都
護
�

マ

マ

の
治
格
が
Ò
捕
さ
れ
た
と
い
う
報
?
が
昨
日
各

怨
聞
に
揭
載
さ
れ
た
が
︑
現
在
z
査
し
た
と
こ
ろ
︑
副
總
裁
が
Ò
捕

さ
れ
た
と
い
う
事
實
は
な
い
﹂
(﹁
治
格
被
捕
不
確
﹂﹃
益
世
報
﹄
一

九
二
〇
年
八
(
六
日
)︒

(103
)

『申
報
﹄
一
九
二
〇
年
九
(
八
日
︒

(104
)

『申
報
﹄
一
九
二
〇
年
九
(
六
日
︒﹃
政
府
公
報
﹄
第
一
六
五
六
號
︑

一
九
二
〇
年
九
(
二
三
日
︒﹁
蒙
藏
院
之
兩
總
裁
﹂﹃
愛
國
白
話
報
﹄

一
九
二
〇
年
九
(
一
〇
日
︒

(105
)

報
?
に
よ
る
と
︑
當
初
治
格
の
後
任
に
三
多

(杭
州
p
防
正
白
旗

蒙
古
旗
人
)
が
內
定
し
て
い
た
が
︑
靑
海
王
公
の
反
對
の
た
め
三
多

は
僑
工
局
長
と
な
り
︑
Ç
壽

(正
紅
旗
滿
洲
旗
人
︑
淸
末
に
�
政
院

副
總
裁
︑
理
藩
部
大
臣
を
務
め
︑
民
國
で
は
內
務
部
Q
長
一
九
一
六

年
六
(
～
一
九
一
七
年
一
(
︒
鑲
白
旗
漢
軍
都
瓜
一
九
一
七
年
一
(

～
一
九
二
〇
年
九
(
)
が
副
總
裁
に
な
っ
た
と
い
う

(﹃
申
報
﹄
一
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九
二
〇
年
九
(
一
九
日
)︒

(106
)

｢盜
賣
蒙
旗
已
發
覺
﹂﹃
愛
國
白
話
報
﹄
一
九
二
〇
年
九
(
一
七
日
︒

(107
)

｢盜
賣
蒙
旗
之
黑
幕
﹂﹃
愛
國
白
話
報
﹄
一
九
二
〇
年
九
(
二
二
日
︒

(108
)

｢召
見
都
護
副
�
﹂﹃
愛
國
白
話
報
﹄
一
九
二
〇
年
九
(
二
六
日
︒

(109
)

紹
英
﹃
紹
英
日
記
﹄
國
家
圖
書
館
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
年
︑
第
四

卷
︑
三
〇
三
頁
︒

(110
)

『政
府
公
報
﹄
第
二
一
〇
一
號
︑
一
九
二
二
年
一
(
六
日
︒

(111
)

『政
府
公
報
﹄
第
二
二
二
四
號
︑
一
九
二
二
年
五
(
一
二
日
︒
第

二
二
二
九
號
︑
一
九
二
二
年
五
(
一
七
日
︒
第
二
三
九
六
號
︑
一
九

二
二
年
一
一
(
五
日
︒
第
二
八
八
七
號
一
九
二
四
年
四
(
四
日
︒

(112
)

『政
府
公
報
﹄
第
一
五
二
二
號
︑
一
九
二
〇
年
五
(
一
〇
日
︒
第

一
五
九
八
號
︑
一
九
二
〇
年
七
(
二
七
日
︒

(113
)

｢五
堂
謝
賞
﹂﹃
群
强
報
﹄
一
九
二
一
年
六
(
一
二
日
︒
一
九
二
一

年
の
端
午
w
に
は
軍
警
關
係
者
と
し
て
︑
步
軍
瓜
領
王
懷
慶
︑
右
�

總
兵
袁
得
亮
︑
左
�
總
兵
申
振
林
︑
警
察
總
監
殷
鴻
壽
︑
護
軍
管
理

處
都
護
副
�
薛
之
珩
の
五
人
が
淸
室
に
覲
見
し
て
い
る
︒

(114
)

『政
府
公
報
﹄
第
三
四
〇
號
︑
一
九
一
六
年
一
二
(
一
四
日
︒

(115
)

『政
府
公
報
﹄
第
一
二
九
七
號
︑
一
九
一
五
年
一
二
(
一
七
日
︒

第
一
七
九
號
︑
一
九
一
六
年
七
(
四
日
︒
第
一
〇
七
五
號
︑
一
九
一

九
年
一
(
三
〇
日
︒
第
一
六
六
八
號
︑
一
九
二
〇
年
一
〇
(
七
日
︒

(116
)

『政
府
公
報
﹄
第
六
四
號
︑
一
九
一
二
年
七
(
三
日
︒
第
二
四
八

七
號
︑
一
九
二
三
年
二
(
一
一
日
︒
第
二
八
三
四
號
︑
一
九
二
四
年

二
(
一
〇
日
︒

(117
)

『古
物
陳
列
�
二
十
�
年
紀
念
專
刊
﹄
北
]
古
物
陳
列
�
︑
一
九

三
四
年
︑
七
六
頁
︒
吉
開
將
人
氏
に
�
料
提
供
い
た
だ
い
た
︒
こ
こ

に
示
し
て
感
謝
の
<
を
表
す
る
︒

(118
)

｢內
廷
古
物
陳
列
�
の
楊
�
長
は
古
物
の
警
備
に
愼
重
を
�
す
た

め
︑
昨
日
護
軍
工
兵
�
か
ら
常
亮
ら
四
十
四
名
を
E
拔
し
て
古
物
陳

列
�
に
�
置
奄
え
し
︑
裝
Ã
品
を
專
門
に
警
備
さ
せ
た
﹂
(﹁
J
兵
看

管
陳
設
﹂﹃
愛
國
白
話
報
﹄
一
九
二
一
年
二
(
三
日
)︒

(119
)

『政
府
公
報
﹄
第
二
三
七
三
號
︑
一
九
二
二
年
一
〇
(
一
二
日
︒

(120
)

報
?
に
よ
る
と
︑
太
監
四
七
〇
餘
人
︑
宮
女
一
〇
〇
餘
人
が
わ
ず

か
な
一
時
金
を
荏
給
さ
れ
て
)
去
さ
せ
ら
れ
た
︒﹃
益
世
報
﹄
一
九

二
四
年
一
一
(
六
日
︒﹃
順
天
時
報
﹄
一
九
二
四
年
一
一
(
一
四
日
︒

(121
)

『政
府
公
報
﹄
第
三
〇
九
七
號
︑
一
九
二
四
年
一
一
(
六
日
︒

(122
)

步
軍
瓜
領
衙
門
な
ど
機
關
の
廢
止
に
よ
り
大
量
の
失
業
者
を
生
み
︑

一
部
は
警
察
廳
な
ど
に
A
入
さ
れ
た
が
︑
A
入
さ
れ
な
か
っ
た
兵
士

や
廢
止
機
關
の
職
員
︑
茶
役
な
ど
︑
一
萬
三
〇
〇
〇
人
も
の
人
々
が

職
を
失
っ
た
と
い
う
︒﹁
7
滿
京
華
之
貧
民

忽
增
一
萬
三
千
餘
人
﹂

﹃
北
京
日
報
﹄
一
九
二
四
年
一
一
(
八
日
︒

(123
)

『政
府
公
報
﹄
第
三
一
一
一
號
︑
一
九
二
四
年
一
一
(
二
一
日
︒

(124
)

『政
府
公
報
﹄
第
三
二
二
六
號
︑
一
九
二
五
年
三
(
二
五
日
︒

(125
)

金
7
孮
﹃
金
7
孮
談
北
京
�
滿
族
﹄
中
華
書
局
︑
二
〇
〇
九
年
︑

一
五
八
頁
︒

(126
)

蕭
伯
靑
﹁
旗
袍
六
十
年
﹂︑
北
京
燕
山
出
版
社
A
﹃
舊
京
人
物
與

風
C
﹄
北
京
燕
山
出
版
社
︑
一
九
九
六
年
︑
二
二
三
～
二
二
四
頁
︒

(127
)

｢某
氏
對
於
淸
室
事
件
之
談
話
▲
貫
園
辛
亥
革
命
之
精
神
▲
保
存

國
家
珍
貴
之
古
物
﹂﹃
順
天
時
報
﹄
一
九
二
四
年
一
一
(
一
一
日
︒

淸
室
優
待
條
件
變
!
の
內
C
を
知
る
某
氏
は
︑
自
分
は
排
滿
思
想
を

持
っ
て
い
る
と
﹃
順
天
時
報
﹄
記
者
に
語
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
順
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天
時
報
﹄
は
﹁
今
囘
の
戰
爭
は
も
と
も
と
奉
直
對
戰
だ
っ
た
の
に
︑

突
然
色
�
を
變
え
て
革
命
�
行
爲
に
な
っ
た
﹂
と
_
し
て
い
る
︒

﹁
馮
氏
宜
須
實
行
下
野

吳
氏
亦
宜
傚
之
﹂﹃
順
天
時
報
﹄
一
九
二
四

年
一
一
(
二
六
日
社
論
︒

(128
)

臨
時
參
政
院
は
國
會
機
能
の
代
行
の
た
め
段
祺
瑞
が
組
織
し
た
が
︑

五
族
共
和
を
體
現
し
て
正
瓜
性
を
確
保
す
る
た
め
に
內
外
蒙
古
︑
西

藏
︑
滿
籍
各
旗
︑
囘
部
︑
華
僑
に
も
議
席
が
設
定
さ
れ
た
︒
滿
か
ら

は
溥
倫
と
寶
熙
の
二
人
が
參
政
と
な
っ
て
い
る
︒
治
格
は
民
族
枠
で

は
な
く
臨
時
執
政
J
K
と
い
う
區
分
で
任
命
さ
れ
て
お
り
︑
段
祺
瑞

と
の
關
係
の
深
さ
が
窺
え
る
︒﹁
臨
時
參
政
院
條
例
﹂﹃
政
府
公
報
﹄

第
三
二
四
五
號
︑
一
九
二
五
年
四
(
一
四
日
︒﹁
臨
時
參
政
院
參
政

�
怨
一
覽
表
﹂﹃
申
報
﹄
一
九
二
五
年
九
(
八
日
︒

(129
)

『政
府
公
報
﹄
第
四
〇
〇
六
號
︑
一
九
二
七
年
六
(
一
七
日
︒
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AN ASPECT OF THE BEIJING EIGHT BANNERS COMMUNITY

UNDER THE “ARTICLES OF FAVOURABLE TREATMENT OF

THE GREAT QING EMPEROR AFTER HIS ABDICATION” DURING

THE BEIYANG GOVERNMENT RULE OF THE REPUBLIC OF CHINA,

AS SEEN THROUGH THE CAREER OF ZHIGE, UNDERSECRETARY

OF THE GUARD ADMINISTRATION OFFICE

FOR THE QING IMPERIAL COURT AND DIRECTOR OF

THE ANTIQUE EXHIBITION MUSEUM

ABE Yumiko

This paper describes aspects of the Beijing Eight Banners community and the

relationship between the Beiyang government of the Republic of China and the

Qing Imperial Household through an examination of the career of Zhige, a Mongol

Eight Banners bureaucrat during the late Qing Dynasty and Beiyang government

period. Zhige was an elite bannerman who studied at Jingshi Tongwen Guan 京師同

�館, a foreign language school in Beijing, and also studied abroad in Germany. He

was responsible for urban administration of the Beijing police in Guangxu during

the New Policies period and held an important post with the Beijing police until

1913, the second year of the Republic of China. After the Xinhai Revolution,

President Yuan Shikai ordered Zhige to reform the Qianfeng Hujun �鋒護軍, the

army in charge of the security of the Qing Imperial Court, in order to carry out the

“Articles of Favourable Treatment of the Great Qing Emperor after His

Abdication.” In February 1915, when the reforms were completed, Yuan Shikai

appointed Zhige undersecretary of the Hujun Guanlichu 護 軍 管 理 處, the Guard

Administration Office of the Qing Imperial Court, and appointed Shaoying, who was

a Minister of Qing Imperial Household Department, to be the secretary. The Guard

Administration Office of the Qing Imperial Court was an agency of the Beiyang

government established in accordance with the “Bylaws for Articles of Favourable

Treatment of the Great Qing Emperor after His Abdication,” which had been

enacted in January 1915. The secretary of the Guard Administration Office, who

was responsible for the security of the Qing Imperial Court, was given judicial

power in the Forbidden City, and maintained order within the Forbidden City.

Although the “Bylaws for Articles of Favourable Treatment of the Great Qing

Emperor after His Abdication” at first glance seems to have strengthened Beiyang

government control of the Qing Imperial Household, in fact the Guard
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Administration Office was given great authority, and Minister of the Qing Imperial

Household Department Shaoying was appointed secretary of the Guard

Administration Office. The bylaws were structured to allow members of the Qing

Imperial Household some autonomy in managing themselves. In addition, Zhige

became the first director of the Antique Exhibition Museum, the first full-scale

museum in China, which opened Qing Imperial cultural properties to the public. Due

to Zhigeʼs hard work, the Antique Exhibition Museum opened in October 1914. At

the Antique Exhibition Museum, the bannermen of the Hujun guard police corps

were responsible for the museumʼs security and ticket sales etc. Zhige tried to

secure employment for poverty-stricken bannermen. Politically, Zhige belonged to

the Anhui clique, and from August 1917 he served as undersecretary of the

Mongolian and Tibetan Affairs Agency and wielded great authority. But when the

Anhui clique was defeated in the Zhili-Anhui War in 1920, he also fell from power

and resigned from three positions : undersecretary of the Guard Administration

Office ; director of the Antique Exhibition Museum ; and undersecretary of the

Mongolian and Tibetan Affairs Agency. In November 1924, when Feng Yuxiang

revised the “Articles of Favourable Treatment of the Great Qing Emperor after His

Abdication” and took Puyi away from the Forbidden City, the Guard

Administration Office was dissolved, and the bannermen of the Hujun Guard police

corps lost their jobs and were forced to leave the Forbidden City with Puyi.

AN ANALYSIS OF THE MAY THIRTY MOVEMENT IN

TIANJIN IN 1925 : FROM THE VIEWPOINT OF

INTERNATIONAL POLITICS AND ECONOMY

ETO Anna

The purpose of this article is to analyze why the May Thirty Movement in the

1920s stagnated in North China, the main cause of which is generally attributed to

either oppression by the military clique or the “backwardness” of society in North

China. Instead of such simple interpretations, I have tried to depict a more specific

regional context focusing on the case of Tianjin, which was related to international

political and economic factors.

After overviewing the mobilization process by the Chinese Communist Party

(CCP) and Kuomintang (KMT) of the people of Tianjin, I point out firstly that the

conflict between the Fengtain clique and USSR for the Zhongdong Railway also had
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